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午前９時00分開議

○事務局長（石井 良忠君） 起立、礼。着席。

○議長（中野 義信君） おはようございます。

本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

────────────・────・────────────

日程第１.議案質疑

○議長（中野 義信君） 日程第１、議案質疑を行います。

議案第３７号市有財産の貸付けについてを議題とします。

説明を求めます。都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） おはようございます。都市計画準備課の緒方でございます。

御説明を申し上げます。

議案書３５ページをお開きください。

議案第３７号市有財産の貸付けについて。

市有財産を次のとおり無償で貸し付けたいので、地方自治法第９６条第１項第６号の規定によ
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り、議会の議決を求める。令和２年６月５日提出。うきは市長髙木典雄。

１、貸し付けする財産の表示は、次の３６ページの「土地・建物一覧表」のとおりでございま

す。

２、貸付けの相手方。静岡県下田市１丁目６番１８号ＮａｎｚＶｉｌｌａｇｅ、株式会社ＶＩ

ＬＬＡＧＥ ＩＮＣ、代表取締役橋村和徳。

３、貸付けの目的。閉校後の学校跡地を有効活用し、地域活性化を図るため。

４、貸付けの期間。令和２年７月１日から令和７年６月３０日までの５年間でございます。

議案書３６ページをお開きください。

貸し付ける土地につきましては、全部で２筆。地目は、いずれも学校用地。総面積は

９,５６７平米でございます。建物につきましては、教室と教材室、給食室などを合わせまして、

全部で７棟、延べ床面積２,３４８平米となっております。

本議案は、平成３０年３月に閉校となりました、市有財産である旧姫治小学校の無償貸付けに

関する議案でございます。旧姫治小学校につきましては、今年、令和２年１月から２月にかけて、

利活用に係る事業者募集を公募型プロポーザル方式により実施し、審査の結果、株式会社ＶＩＬ

ＬＡＧＥ ＩＮＣを優先交渉権者として決定しており、現在、仮契約の手続を行っているところ

でございます。

今後につきましては、今議会で無償貸付けをすることについて議決をいただき、また、公立学

校施設整備費補助金等に係る財産処分についても、文部科学大臣の承認を得ましたら、株式会社

ＶＩＬＬＡＧＥ ＩＮＣとの本契約の手続を行います。

なお、株式会社ＶＩＬＬＡＧＥ ＩＮＣは、アウトドアのプロデュース・運営、商業施設の運

営等を主な事業として実績を有する会社であり、旧姫治小学校についても、オートキャンプ場、

簡易宿泊施設、カフェなどの飲食スペースやイベントスペースなどの活用を予定しております。

市有財産である旧姫治小学校の土地・建物を無償で貸し付けるためには、地方自治法第９６条

第１項６号に規定される、「適正な対価なくして、これを貸し付ける場合」に該当することから、

議会の議決が必要となりますので、今議会に上程し、議決をお願いするものでございます。

以上で、説明を終わります。よろしくお願いします。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

この無償貸付けでございますけれども、今まで、耐震化ですね、

補助金を使っておりますから、ここを売却するためには、補助金返還も伴うということからです

ね、無償貸付けといったところになったと思いますが、これ、何年間無償貸付けをされる予定な

のか。それと、できれば、売却でですね、その補助金返還分も相手に支払ってもらうのが一番い
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いのかなと気が致しますけれども、そういう交渉はできないのか。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） まず、５年間につきまして、今回はですね、まず、無償貸

付けでの活用ということで、まず、５年間を貸付期間としてやってみるということで想定してお

ります。今回につきましては、売却よりもですね、まずは貸し付けて、いかにそこを活用するか

ということを念頭に置いて計画しておりますので、今回については、具体に売却等の計画という

か検討は特に行っていないところです。

今後につきましても、まずは、今回、貸し付けて、５年間で活性化を図るという目的がござい

ますので、まずは、それに向けて取組を行いたいというふうに現在のところは考えております。

○議長（中野 義信君）

５年間という無償貸付けの期限がですね、今、初めて知りまし

たけれども、この５年後はどうするつもりなのか。もし、この会社が、そこでまだ事業したいと

すれば、もう売却になるのか。また、５年間で大体補助金返還が―その５年間の無償貸付け

の５年間、この根拠をまず教えていただきたいと思う。その後は、売却をするのか、それとも賃

貸にするのか、その辺もお伺いいたします。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） まず、お尋ねの、なぜ５年間かということでございますけ

れども、活動が軌道に乗って一定の成果を出すというためには、ある程度の期間が必要と考えま

して、５年間が適切ということで判断しました。もしも、思ったよりも成果が出なかった場合に、

施設の運営経費は事業者負担ということでございますけれども、その間、地元の利益、活性化に

はならないわけですから、ある意味、期限を設けることも必要と考えた結果で、５年間というこ

とで設定しました。仮に１０年間ともすると、結果を求めるには長過ぎることになりますし、

３年間だと、事業者にとってもですね、無理なスケジュールになるのではないかということで、

５年間が適切というとこで判断しているところでございます。

また、次の質問ですけれども、５年間たったときですけれども、その後についてですね、具体

に売却等を行っていくのかについては、現在のところ、そこまではまだ検討しておりません。

○議長（中野 義信君） ３番、野鶴議員。

〇議員（３番 野鶴 修君） 関連するかと思うんですけど、今、５年間の無償貸付けというこ

とでありますけど、５年後、もし撤退するとなったとき、この施設とオートキャンプ場というふ

うな要素で、この前、新聞にも紹介されておりましたけど、やっぱり、そういった施設について

の手直しというか、元に復元してするのか、そういったところをきちんと、やっぱり最初に決め

とかないと、５年後に協議した時点で、いや、もう撤退しますというだけになったらですね、や
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っぱり何にもならないと思いますので、やっぱりそういったところは、きちんと、どういうふう

に５年後、撤退する場合はどうするのか、やっぱりそういうのを決めておく必要があるのではな

いかなという気がしております。その辺はどういうふうに考えているのか、お尋ねしたいと思い

ます。

それと、今回、無償貸付けということでありますけど、まだ類似施設として、小塩小学校、妹

川小学校、この２つの大きな施設がやっぱり抱えておるわけですね。そうなってきますと、そこ

を今後、売却とか、いろんなことをする場合にですね、今回のことがやっぱり例になって、当初、

やっぱり業者としては無償貸付け、こういった方向で、みんな来るかと思うんですよ。様子を見

て、悪かったら撤退と。やっぱりそういった事例がどうしても最初に、こういった無償貸付けと

いうことになればですね、そういうふうになってくるかと思いますので、そこら辺について、ほ

かの施設については、どういうふうに対応していくつもりなのか。市としてはもう、最初から売

却したほうが手も要らないし、楽だと思うんですけど、やっぱりそういったことで、今後どうい

うふうに対応していくつもりなのか、その辺が分かりましたら、お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） まず、最初のお尋ねですけれども、撤去後に―５年間

たったときに、仮に撤去、撤退ということになりましたら、基本ですね、原状回復というところ

で利用条件の条件を今、詰めているところでございます。基本、原状回復ということでございま

す。

それから、２番目の、旧妹川小学校と旧小塩小学校につきましてですけれども、旧妹川小学校

につきましては、同じように活用の提案を図るということで、昨年度、ヒアリング等を行ってお

りまして、今年の２月に、いわゆる事業者を集めて説明会、いわゆる内覧会というものを実施す

る予定でございましたけれども、コロナウイルスの影響によって、現在、延期しているところで

ございますけれども、状況が落ち着きましたら、そういったものを再開していこうというふうに

思っておりますけれども、まずは、本来ならば売却というのが一番、御指摘のとおり、すっきり

するのかもしれませんけれども、なかなか売却といっても、なかなか簡単にはですね、いかない

部分もあるということで、まず、旧妹川、旧小塩についても、活用をどうするかということで、

今、検討を行っているところでございます。小塩小学校につきましても、今年、閉校となりまし

たけれども、まずは地元の意向をですね、どう酌むかということで、自治協とも話合いを持って、

今度どう進めるか、まずは地元として、どういった活用を望まれているか、それに対して、どう

いった提案内容で活用が市としても図れるのかというところを、まず話合いを持たせていただい

ているという、そういう状況でございます。まずは現在、どちらについても、売却と申しますか、
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まずは活用で動いていると、検討を行っているという状況でございます。

○議長（中野 義信君） ３番、野鶴議員。

〇議員（３番 野鶴 修君） 活用ということが一番かとは思います。そういった意味において、

ただ、方向性としてですね、何か最近、全ての施設等について無償で貸し付けるというふうな方

向で、どうも市のほうが、何とかそこに人来てもらうということが１つの目的にあるのかもしれ

ませんけど、やっぱりきちんと処分すべき分は処分をしていくということで、安価でも、ある程

度高い金額ではないかと思いますけど、やっぱり、きちんきちんと売却する分は売却をしていく

というようなことで整理をしていかないと、ずっとそういった事例がどんどん増えていくのでは

ないかなと、そういう気がしておりますので、そういった点については、ある程度、強気という

わけではありませんけど、そういった方向性でぜひとも臨んでいただきたいなというふうに考え

ております。

それと、もう一点、今回の旧姫治小学校跡地については、オートキャンプ場みたいな、いろん

な複合施設ということで地元も大変期待しているところかと思いますけど、これが地元との関係

で、どういった雇用を生み出すのかとか何か、そういった地元との話合いの経過が少し分かりま

したら、教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） まず、活用の在り方、売却を含めての活用の在り方という

ことでございますけれども、確かに議員おっしゃるとおりに、無償を前提とするというよりも、

そこをどう売却活用するかというのは、広く売却の可能性も含めて、まずは検討をした上で、そ

の結果が、貸付け、無償貸付けということになるような、きちんと考えを整理した上で行うとい

うのが確かだと思いますので、そこは活用を図る上で、どういったものがこの場所の活用に適し

ているのかというのをきちんと整理した上で、その上で結果が無償貸付けと、きちんと整理がな

るように考えたいと思っております。

それと、２番目の、地元の期待、地元にどういった効果があるかということでございますけれ

ども、現在、雇用について、地元とはですね、具体には話しておりませんけれども、今回、オー

トキャンプ場等で、あるいは飲食スペース等でという活用を考えておられますけれども、提案と

してはですね、地元からも、今後、本年度準備に取りかかって、または本格的に運用していく中

で、地元からも数名の雇用を考えるということは、事業者からの提案からも聞き取っております。

○議長（中野 義信君） ９番、上野議員。

〇議員（９番 上野 恭子君） 新聞を見て、非常によかったなと思っている１人でございますが、

カフェ等につきまして、やっぱりいろいろな素材を使っていくと思うんですね。それで、あそこ

にはハム屋さんとか、いろんないい素材をお持ちの食材を持っているところもいらっしゃいます
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のでですね、なるべく地元の素材を使っていくようにお願いをしていただきますと、また地元の

人の協力もあると思いますので、そこら辺をお願いしておきます。

それと、５年後に、やはりいいなということで先方が売却を望んでいたりしたときにはですね、

やはり前向きに考えていただいて、定着するようにお願いをしておきます。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 上野議員から御提案いただきましたようにですね、今回の

提案の中でもですね、地元のフルーツですとか特産品を使っていくということが提案にも盛り込

まれておりますので、そこはですね、今後、事業者と、ぜひお願いしたいと思っております。そ

のことが、目的とする地域活性化にもつながると思いますので、御指摘を踏まえて対応してまい

りたいと思います。

それと、２点目の、５年後、売却も含めて考えるということでございますけれども、確かに

５年後ですね、地元にこの施設利用者が定着してくれるということが一番望ましいと。その後も

ですね、うきはに居続けてくれるということが望ましいと思っておりますので、そういった売却

含めた事業者の意向というものも、今後事業を行っていく上で把握していって、適切に対応して

まいりたいというふうに思っております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。今村副市長。

〇副市長（今村 一朗君） 今回の無償貸付けにつきましては、今、都市計画準備課長が答弁した

とおりでございますが、私のほうから少し補足をして説明させていただきますと、まず、学校の

売却につきましては、当然、私どもも最初は売払いということを想定して進めてまいりました。

それと、今、全国で毎年５００ぐらいの学校が廃校になっております。そういう中で、うまく活

用できているところ、できていないところがいろいろございます。実際に見に行ったところもあ

るんですけれども、やはり事業者の方に聞くとですね、購入して、改装までお金をかけてですね、

それを運営していくというのは非常に厳しいということで、おおよそはですね、無償で譲り受け

たり、あるいは貸付けを受けたり、そして、改装のほうに、きちんとしたお金を投入して整備す

るというのが大体の事例でございました。逆に、市や町で学校を改装して、そこにいろんな機能

を持たせたところで募集をかけたところはですね、なかなか埋まらない、来てくれないというの

がございましたので、そういったことが１つ。

それから、売却しますとですね、途中で事業がうまくいかなくなったときに、そのまま放置し

てですね、後をそのまま使わないというようなことになりますと、こちらでなかなか手が打てな

いものですから、先ほど、５年というめどを言ってましたけれども、事業者のほうから、そうい

うお話があればですね、また新たに募集をかけるということも１つあるんじゃないかなというこ

とがあると思います。
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それと、文科省からの補助金の関係もございまして、目的外使用になりますと、その返還が生

じてまいりますので、その分も上乗せしてということになりますと、かなり厳しい売却になると

思いますので、今回は、文科省には用途変更のみの承認をいただいて、やりたいというふうに考

えているところでございます。

それから、事業を撤退する場合の原状回復についてはですね、募集をかけるときに条件をつけ

ておりまして、基本的に改装したものはそのままでもいいと。ただし、新たに付加してつけた施

設については、それは撤去してくださいというようなことを条件としてうたっているところでご

ざいます。

それから、雇用についてもですね、カフェとか、そういった施設を作りますので、ぜひ地元の

御協力もいただきたいということも聞いておりますし、これに至るまでですね、地元との意見交

換、それから、学校内覧会を廃校の３か月前に現地で行いましたけれども、地元の企業から遠く

の企業まで来ていただいて、いろんな思いを語っていただくということと、それから、翌年の

３１―３０年の夏になりますけれども、フォーラムを開きまして、御提案を企業からいただ

きました。そういった提案の内容をですね、いろいろこういう使い方ができるという提案を受け

て、地元の自治協議会と意見交換会やワークショップを開いて、そして、こういった方向で条件

をつけて使っていただこうというようなことを項目に盛り込んで募集をかけております。

そして、実際に上がった企画につきましては、選定委員会という委員会を設けまして、２つ提

案が上がりましたので、それの評価をするときに、地元の田篭と新川の自治協議会から２人ずつ

出ていただいて一緒に審査をしていただいたということで、これに決まったということでござい

ます。

それから、地元産品につきましてはですね、ほかの企業と提携して、いわゆる加工品を作りた

いと。地元の産品を使った加工品を作って、そこで販売もやりたいということを聞いております

ので、そちらのほうにも、ぜひ、計画の中で盛り込んでいただいたものでございますので、しっ

かり応援していきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） 大きく言って３点お尋ねいたします。

１点目は、水道施設あるいはプール、電気施設などの５年間使用ということですが、もし、そ

ういう部分の更新した場合の費用は、どこが負担するようになるのか。

２点目、セキュリティー、要はスタッフの常駐などを含めた部分と、これだけの広さですが、

もし、これを固定資産税、近隣の民間で、この広さの場合、固定資産税の相当額を教えていただ

きたいと思います。
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３点目は、先ほどから幾つか文科省の補助金と言われておりますが、これはトイレの改修のと

きの補助金だけなのか、それとも、建物を含めて、どのような種類の補助金が入っており、どの

くらいの金額なのか、教えていただきたいと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） まず、施設の更新の負担金につきましてですけども、基本

的に、維持管理に係る負担というものは事業者が行っていくということで考えております。ただ、

大きな―基本はそうでございますけれども、仮に、使う上で大きな負担というものが出てま

いりましたら、そこはまたちょっと検討する必要があるのかなというふうに思っています。基本

は、維持管理は事業者の負担ということで考えておりますというか、利用条件を詰めているとこ

ろでございます。

それから、２番目の、固定資産税の相当額については、申し訳ありません、把握しておりませ

んので、そこは確認して御報告したいと思います。

それから、過去に文部科学省からの補助金が入っておりますけれども、手元に詳しい資料を持

ち合わせておりませんので、過去どんな種類が入っていたのかということについても、併せて後

ほど御報告したいと思います。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） もし、開園というか、なった場合のセキュリティーとスタッフは

何名ぐらい常駐されるのか、お尋ねいたします。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 今後、施設を運営していく場合に、キャンプ場ということ

でございますと、夜も通しで利用することになりますけれども、具体にですね、セキュリティー

上の配置をどうするかというところまではまだ、今後、事業者が実際に入って、どう運営される

かということでございますので、またそこは事業者と話合いというか、確認をしていないところ

でございます。

それからですね、スタッフの人数につきましても、数名程度ということで考えております。そ

こは今後の運営のスケジュールで、いつ雇用するかとか、配置の人数が変わってくると思います

ので、そこも具体的にはまだ詰めてないところでございます。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） 今がコロナの影響があちこちで出ております。いろんなとこでさ

れていますけれども、そのことで例えば延期とかというような、要するにコロナの影響について

は何も連絡が入ってないというふうな理解でよろしいんでしょうか。
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○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） ＶＩＬＬＡＧＥ ＩＮＣはですね、現在、西伊豆のプライ

ベートキャンプ場というところを運営されております。また、近くではですね、佐賀県の唐津市

に波戸岬のキャンプ場というところも運営されております。いずれもですね、西伊豆のプライ

ベートキャンプ場につきましては、５月１８日から再開しており、現在、９月末まではですね、

もう予約でいっぱいということで確認しております。また、唐津の波戸岬キャンプ場につきまし

ても、５月１１日から再開しておりまして、６月の週末などはもう全て満室になっているという

ことで、順調に活動を再開されているというふうに認識しております。

○議長（中野 義信君）

３回目です。

今の副市長の話で無償貸付けは妥当かなという気は致しますけれども、知っておきたいのが、

やはり無償貸付けとなるとですね、やっぱり市のメリットというのはあんまりないんですよね。

固定資産税も入ってこないし、賃貸料も入ってこない、そういうことで。ただ、地元の活性化、

そういう何らかの活性化の要因はあるかとは思いますけれども。

そこで、知っておきたいのがですね、まず、この姫治小学校跡地、面積、３６ページに書かれ

ておりますけれども、これを売却した場合、売却する場合は、幾らぐらいで売却なのか。そして、

当然、目的外使用で補助金返還ということでございますが、その場合の補助金返還金の額がどの

くらいなのか。

それと、この間ですね、小塩小学校が４月まで―じゃない、３月いっぱいで廃校になりま

した。その後ですね、恐らく姫治小学校と同じような貸付けに、無償貸付けになるのではないか

というところからですね、ぜひ、あそこの体育館でマスク工場をしたいという方がおられました。

そこで、現地を見に連れていって、そして、当然、気に入っておりましたので、相談に上がった

ところ、まず、地元とのコンセンサスがまだできてないということで、まずは地元の意見を聞き

たいと。じゃあ、いつ頃、地元の意見聞くとかち聞いたら、まだコロナの関係でですね、まだい

つになるか分からんということでございました。当然、事業者はですね、もう早急にしたいとい

うところで、ほかを当たっておりますけれども、そういう経過がありましたので、じゃあ、姫治

小学校の、この無償貸付けになるまでの地元のコンセンサス、これをどう図っていったのか。先

ほど、野鶴議員から質問があっておりましたけれども、あんまりされてないような感じでござい

ました。地元とのコンセンサスはどう図ったのか。その経過を教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） まず、１点目の、売却した場合に幾らになるか、また、

２点目の、補助金の返還額については幾らかということについては、これは後ほど回答したいと
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思います。どのくらいになるかという、まず、はい、調べてみたいと思っております。

それと、小塩小学校につきましては、現在も、議員がおっしゃったマスク工場の方もでしょう

けども、ほかにもですね、廃校の活用ということに興味を持たれている会社というものが、問合

せがございます。実際に現地を見に行って御説明したこともございます。ただ、まずは、今後ど

のような活用を図るかというのは、やはり地元の意見をどう酌み取っていくか、それがいかに地

元のためになるかというのをですね、まずは把握するところから始めるのが一番いいのかなと思

っておりますので、現在、いろいろ興味を持たれている会社がいるということで、早く活用をで

すね、実際の、こちらが活用するための構想なり、それを公募にかけるなどの手続を早めにしな

いといけないというのは思っておりますけれども、まずは丁寧に地元の人と意見を酌むところか

らスタートさせたいと思っておりまして、実際、小塩につきましても、先ほど申しましたように、

自治協のほうともですね、まずは、その意向をこちらも伝えまして、実際これから会合が定期的

に始まりますので、その会合にもですね、こちらから参加させて、いろいろ、早めにですね、意

見集約したいということで申し出て、話し合っているところでございます。

旧姫治小学校の地元とのコンセンサスにつきましてですけれども、これにつきましては、過去、

ワークショップであるとか、いろんな廃校に関するセミナーと申しますか、ワーク、そういうも

のを開催したり、地元との意見交換会も重ねて丁寧に意見を酌み取ったということで考えて、思

っておりますけれども、具体にちょっと、どのぐらいの頻度というのはですね、私のほうでちょ

っと、実際の実績を今は持ち合わせておりません。ただ、ここに至るまではですね、相当の地元

との意見交換、実際、業者に来てもらうための条件というものを具体に詰めていく作業というも

のがあったのだろうというふうに思っております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１３番、佐藤議員。

〇議員（１３番 佐藤 裕宣君） 今後、この施設と市の関わりというかですね、どういったふう

に関わっていくのか。年間の入場者数とかですね、そういったところが議会に報告等があるのか

というところもちょっと教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 今回入っていただく業者は、オートキャンプ場等を主とし

て、そういった業務にたけてらっしゃると、会社だというふうに認識しておりますけれども、や

はり実際そこの地元に入ってやるとなると、なかなか御苦労も今後出てくるかと思いますので、

市として、どんなふうにしたら事業がうまくいくのか。先ほどの、いろんな特産品とかの活用も

考えていらっしゃるならば、どう市として、そういった業者の方ともつないでいってあげられる

のかというのはですね、十分サポートしていくべき必要があるなというふうに思っております。

そういったところで、なるべく市としてもですね、いろんな手助けをしていきたいというふうに
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思っております。

○議長（中野 義信君） １３番、佐藤議員。

〇議員（１３番 佐藤 裕宣君） その場合の所管は都市計画準備課ということで理解してよろし

いですか。うきはブランド推進課になるとか、そういったところもちょっと教えていただきたい

と。

○議長（中野 義信君） 都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 窓口としましては都市計画準備課になると思います。ただ、

いろんな活用を図る面で、当然、庁内のいろんな部署との連携は出てくると思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第３８号うきは市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。議

案の朗読は省略します。

説明を求めます。税務課長。

○税務課長（大石 恵二君） おはようございます。税務課の大石です。よろしくお願いします。

では、議案書３７ページをお開きください。

議案第３８号うきは市税条例の一部を改正する条例の制定について。

標記の条例案を別紙のとおり提出する。令和２年６月５日提出。うきは市長髙木典雄。

新旧対照表は５１ページになります。それと、１項目についてですけども、議案第３８号資料

という一枚物をお配りしておりますので、御用意ください。

では、説明に入らせていただきます。

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図

るため、地方税法等の一部を改正する法律が令和２年４月３０日に公布され、原則として公布の

日から施行されています。これに伴い、うきは市税条例の一部を改正したため、議案として上程

し、議会の議決を求めるものです。

早速、新旧対照表の５１ページの上から説明させていただきます。

まず、附則第１０条に文言を追加する改正です。そのうちの１つが、法附則第６１条を追加し

ております。この意味は、これにより、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少して

いる中小企業が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を令和３年度に限り、減免す

る措置が施行されることになります。

これは新しい制度ですので、制度の内容を少し御説明いたします。資料を御覧ください。

内容に関しては法律のほうに規定されておりますが、この制度を条例に反映させるための改正
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です。

中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減。対象者は、中小企業

者もしくは小規模の事業者の方になります。減免率は、令和２年２月から同年１０月までの間の

任意の連続する３か月間の事業収入が前年同期に比べ３０％以上減少している場合が該当します。

減少率が５０％以上であれば全額減額されます。３０％以上５０％未満であれば２分の１になり

ます。対象は、上記の中小企業者の方々等が所有される固定資産税のうち、事業用家屋及び償却

資産に対するものです。年度に関しては、令和３年度に限ります。したがって、土地とか、個人

の方が所有している居住用財産ですね、こういったものは対象から省かれます。

では、どういうふうにすれば、この軽減を受けられるかというのが、「申請の流れ」というこ

とで、オレンジの枠囲みをしているところです。

まず、中小企業者の方々は、認定経営革新等支援機関というところに確認書発行依頼を行いま

す。これは、帳簿とか、いろんなものを持ってですね、自分が対象の事業者であること、こうい

った資産を持っていること、そして、前年同期比３０％以上減額したことを認定経営革新等支援

機関に申請の依頼をします。この機関というのは、実は中小企業庁がつくっている制度の中で、

いろんな支援策をするときに認定された機関がそのお手伝いをするためにつくられた制度で、認

定されているのは、商工会や税理士、公認会計士、弁護士などです。うきは市にも商工会と税理

士が３件ほど、もう認定を受けられております。そこに申請を依頼し、確認が取れれば、事業者

に確認書が発行されます。その確認書と資料、申請書を持って、市に軽減の申請をしていただき

ます。

申請期間は、毎年の償却資産の申請と同じく、令和３年の１月中となっております。償却資産

が毎年１月の正月明けから月末までの期間に申請していただきますが、それに併せて、その軽減

の申請もしていただくという立てつけになっております。そのときに、申請書に、この確認書を

つけて申請すれば、市のほうで対象の固定資産の減免を入力するという形になっております。こ

れが１番目の改正です。

続きまして、附則―同じところですけども、附則第６２条を追加することになっておりま

す。これは、附則第１０条の２に新しく２７項を追加しておりますが、これが何を意味するかと

いいますと、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置、これはもう前からありまして、

認定計画を受けて、それに基づいて生産性が上がるような償却資産を取得すれば、その該当償却

資産は、３年間は固定資産税がゼロになるという制度です。これがもともとある制度ですが、こ

の制度に事業用家屋などを追加する措置でございます。

２７項を見ていただくと分かりますように、では、軽減率というのは、その市町村によって決

めることができますが、うきは市の場合は、従来の償却資産と同じようにゼロとすることとして
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おります。

続きまして、附則第１５条の２の改正です。これは、現在、軽自動車の環境性能割というのを

既に昨年の１０月１日から１年間、軽減措置を取っていますが、その措置を６か月間、今年度末

まで延長するための改正が、ここに入っております。

続きまして、附則に第２４条を追加する改正です。これは、新型コロナウイルス感染症等の影

響で税の徴収猶予を申請する場合の手続の整備をするものです。

続いて、新旧対照表の５２ページを御覧ください。

ここからは第２条改正になりますが、対象になる附則第１０条及び附則第１０条の２の改正は、

先ほどの改正の条ずれを整備するためのものです。

次に、附則第２５条を新たに追加しております。これは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止、縮小等になったイベント等の入場料金などの払戻請求権を放棄した場合、その相当

額を住民税の従来からある寄附金税額控除を適用するための条文になります。

次に、附則第２６条を追加しております。これは、新型コロナウイルス感染症の影響で新築住

宅への入居が遅れた際、住宅借入金等特別控除の入居期間の要件を弾力的に緩和するために設け

られたものです。

最後に、議案書３９ページの附則を御覧ください。

この条例は、公布の日及び令和３年１月１日の２段階で施行することとしています。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） ２点お尋ねいたします。

よく分からないんですが、下の申請の流れで、認定経営革新等支援機関として、商工会と税理

士の名前が挙がっておりますが、例えば同じような、この固定資産税の減免措置の申請をした場

合、商工会と個人的な税理士との手数料の違いはあるのか、ないのか。それから、例えばの話で

すが、固定資産税を例えば１００万円減額してほしいとした場合、概算で幾らぐらいの手数料を

取られるのか、お尋ねいたします。

２点目は、その箱の一番右に、申請期間は来年の１月中とありますが、コロナの影響が長引け

ば、これも延期されるものと考えていいのかどうか、不確定ではありますが、教えていただきた

いと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） 税務課長。

○税務課長（大石 恵二君） 認定機関の手数料はあるかと思いますが、その手数料がどういうふ
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うに決まり、金額とかによってとかですね、機関によって違うかというのは、ちょっと私のほう

は把握しておりません。

続きまして、期間、申請期間は、これは、毎年が１月中にする償却資産の申告に併せておりま

すので、今は、こういうふうに書いておりますが、この期間も延長されるかどうかは、そのとき

の状況次第だと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。３番、野鶴議員。

〇議員（３番 野鶴 修君） １つ、確認の意味で、ちょっと質問したいと思います。

今回の、この固定資産税の減免措置については、昨日の１３番、佐藤議員の一般質問の中にあ

りましたように、市のコロナ感染に対する独自支援として、今回、家賃、そういったものに対す

る支援があったけど、持ち家、自分のところで自分で持っている人たちに対する支援策、そうい

ったものは考えられないかというふうな、それに関係するものかなというふうに個人的には思っ

ているわけです。要するに、自分のというか、自分の財産であるところでの、旅館業で言えば旅

館の人たちの建物であるとか、相当の、固定資産税額にしても相当な金額になるかなというふう

に思います。そういったものを救済する措置というふうな捉え方でよろしいかなと思って、そこ

をちょっと確認の意味でお願いしたいと思います。

○議長（中野 義信君） 税務課長。

○税務課長（大石 恵二君） この償却資産及び事業用家屋の減免に関しては、法人・個人の別は

ございません。ただ、あくまで居住用―事業用資産となっておりますので、例えば御自分の

自宅を店舗として使ってあるような方はですね、その家は１軒ですけども、その償却資産を事業

案分するというふうになっております。これは、所得税の確定申告と同じように、同じ建物とか

を使う場合、事業案分します。その率によって、事業用は減免になるけども、居住用は減免にな

らないという立てつけになっております。

以上です。

○議長（中野 義信君）

この３８号の資料ですね、資料の中で赤字のところ、「任意の

連続３か月の事業収入が前年同期に比べ３０％以上減少している」と。これが減免の対象という

ことでございます。これはよく分かるんですけれども、例えば昨年の７月ぐらいからですね、今

年の２月、３月ぐらいまでに、かなりの設備を投じてお店をオープンさせた店とかは対象になら

ないわけですね。しかし、その方も、このコロナでかなりの影響を受けてます。そういった方の

救済措置はないのか。どうしても、前年同期に比べ３０％以上減少というところで、この比較が

されんわけですよね。昨年の７月ぐらいからオープンさせた店は。だから、その辺の救済措置も
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考えていただきたいと思いますが、そういう人は対象にならないと。でいいですかね、理解は。

○議長（中野 義信君） 税務課長。

○税務課長（大石 恵二君） なかなか難しくてですね、私もＱ＆Ａを見ておりますが、この中に、

「前年と比較ができない場合は対象にない」といったことが書いておりますので、影響を受けた

方であっても、前年の実績がないとかですね、比較ができなければ、どうも対象外になるような

気がしております。ただ、これは全国的な制度ですので、そこをですね、うちが、今、変えると

いうわけはいかないと思っております。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第４０号うきは市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 福祉事務所、末次でございます。よろしくお願いいたします。

議案書の４２ページをお開きください。

議案第４０号。議案の朗読は省略いたします。

次のページをお願いいたします。

うきは市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。

この条例を、省令の一部改正に伴い、改正を行うものでございます。改正は２か所でございます。

新旧対照表のほうで御説明をさせていただきます。

条例新旧対照表の５８ページをお願いいたします。

１か所は、第１章の総則、保育所等との連携でございます。

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業といった家庭的保

育事業所等は、保育の提供の終了後、満３歳以上の子供に対して、必要な教育、保育が継続的に

提供されるよう、保育所、幼稚園、認定こども園といった連携施設を確保しなければならないと

されています。その上で、右側の現行でございますが、連携施設の確保が著しく困難であると認

めたときは、連携施設の確保を適用しないこととすることができるとされていました。

これを、左側の改正案でございますが、下線部分のところですが、連携施設の確保が著しく困

難であると認めた―失礼しました、「保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育

が提供されるよう必要な措置を講じている」と、連携施設の確保を適用しない場合の対応を追加

した改正でございます。
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もう１か所は、５９ページをお願いいたします。

第４章の居宅訪問型保育事業でございます。

居宅訪問型保育事業所等が保育を提供する場合として、右側の現行では、母子家庭等の乳幼児

の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合となっておりましたが、その後の部分、左側の改

正案にございますが、下線部分、「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環

境上の理由により、家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を追加し、居宅訪問型保

育の実施について明確化した改正でございます。

議案書の４３ページに戻りますが、附則、この条例は、公布の日から施行するという改正案を

上程いたします。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

〇議員（１０番 江藤 芳光君） １つ確認させてください。

内容は理解できますが、この法の改正に至った背景をちょっと皆さんにお伝えください。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 省令の改正の趣旨でございますが、子ども・子育て支援新制度

施行後５年の見直しに係る対応方針として、昨年の１２月１０日、子ども・子育て会議において

協議され、様々な対応策の活用により、引き続き、教育・保育の提供を受けることができる場合

には、地域型保育事業所、卒園後の受入れ先のための連携施設の確保を不要とするべきとされ、

その国の対応方針に基づいて省令が改正されましたことが背景でございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第４１号うきは市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 議案書の４４ページをお開きください。

議案第４１号。議案の朗読は省略いたします。

次のページをお願いいたします。

うきは市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例。この条例を、内閣府令の一部改正に伴い、改正を行うものでございます。



- 194 -

条例新旧対照表の６０ページをお願いいたします。

改正案につきましては、第３章第２節、特定教育・保育施設等の連携でございます。

先ほどの議案第４０号と関連がございますが、特定地域型保育事業は、家庭的保育事業等でご

ざいます。現行は、連携施設の確保が著しく困難であると認めたときは、これを適用しないこと

とすることができるとされていますが、改正案の下線部分でございますが、特定地域型保育事業

による特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満の保育認定の児童が、「引き続き必要な教

育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき」を追加し、連携施設の確保を不要とす

る場合を明確化した改正でございます。

議案書の４５ページに戻ります。

附則、この条例は、公布の日から施行する。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第３６号令和２年度うきは市一般会計補正予算（第３号）を議題とします。予算案

の質疑については、歳出のほうから項ごとに担当課長より重点事項を説明していただき、質疑に

入りたいと思います。

まず、予算書について説明を求めます。企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） おはようございます。企画財政課、山崎でございます。よろし

くお願いいたします。

補正予算書、１ページをお開きください。

議案第３６号令和２年度うきは市一般会計補正予算（第３号）。

令和２年度うきは市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,９７２万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７７億２,９１８万

２,０００円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和２年６月５日提出。うきは市長髙木典雄。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑は終わります。

次に、１款１項議会費の説明を求めます。議会事務局長。

○議会事務局長（石井 良忠君） それでは、補正予算書の１５ページをお開きください。

１款１項１目議会費、９節旅費の補正３６０万の減額についてですが、５月１日の全員協議会

において、議員全員の総意により、新型コロナウイルス感染症対策及び深刻な影響を受けている

市民生活への支援などの経費に充てる予算を確保するため、本年度の議員行政視察研修を中止す

ることが決定されました。この決定を受けまして、議員研修旅費２８０万円及び随行する所管の

職員や事務局職員分の旅費８０万円の合計３６０万円を減額するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１款１項の質疑を終わります。

次に、２款１項総務管理費の説明を求めます。担当課長は所管を述べ、順次説明を願います。

企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） １６ページをお開きください。

２款１項７目財政調整基金費でございます。これ、うきは市のほうに、新型コロナウイルス対

策に役立ててほしいということで市のほうに寄附を頂きましたので、地域振興基金に、この

５００万円を積み立てるものでございます。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 市民協働推進課、石井です。

１４目地域コミュニティ推進費の１８節備品購入費として１０万９,０００円の補正額です。

各コミュニティセンターへの非接触型体温計を常備するための購入費でございます。

続きまして、１７目新型コロナウイルス感染症対策費の１１節需用費として４９万

９,０００円の補正額です。指定避難所用救急セットを３０セット準備するためでございます。

以上です。

うきはブランド推進課でございます。

１２節役務費３０万円。広告料。これは、コロナ対策サテライトワーク支援事業の一環でござ

います。サテライトワークを体験する中で、市内でのサテライトオフィスの誘致や、事業者・移

住者を誘致する目的で行うものでございまして、その中で、福岡市等で広告を打ちながらサテラ

イトを呼び込むための広告料でございます。

１３節の委託料です。広告物等デザイン委託料１０万円。これは、コロナ対策サテライトワー
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ク事業の広告物を作る委託料でございます。

その下の、ＳＮＳアカウント周知用広報素材作成委託料３０万円。これは、商工振興係が担当

します公式ＬＩＮＥアカウントを作ることにより、コロナ対策や支援情報等を市から情報を発信

していくものでございます。ホームページは情報を取りに行かなければなりませんが、ＬＩＮＥ

でつながると直接情報が行くというＳＮＳでございます。そのためのデザイン、ＬＩＮＥの中に

あるデザインを委託するものでございます。

その下の、テレワーカー育成セミナー事業委託料１６５万円。これは、コロナに対して、テレ

ワーカー―テレワーカーというのは、テレワークできる方を育成するセミナーを急遽、育て

ていこうということで、２つのセミナーを考えております。１つは、ホームページの作成をでき

る人材を育てること、２つ目は、ＥＣサイト―電子取引ができる方を育てる人材をセミナー

で育成したいと思っているところでございます。

その下の、テイクアウト・デリバリー事業プロモーション支援業務委託料につきましては、テ

イクアウトやデリバリーを行う事業者を紹介するチラシやマップ、ホームページ等の作成をする

ことによってＰＲを支援するものでございます。

その下の、１４節使用料及び賃借料ですが、会場借上料１３万６,０００円、これは、コロナ

対策サテライトワーク支援事業の一環で、福岡等に会場をお借りしまして、セミナーを開いて誘

致を図るための使用料でございます。

○総務課長（中野昭一郎君） 総務課の中野でございます。

総務課からは、１４節使用料及び賃借料のうち、リモート対話システム使用料３７万円と、

１８節備品購入費の１９０万円のうち６万２,０００円を計上させていただいております。新型

コロナウイルス感染症対策を通しまして、職員採用試験におきましても、今後、リモート面接等

の環境整備が必要になっているところでございます。そのため、今回は、ビデオ面接とウェブ面

接に係る利用料とウェブカメラ等の備品購入費の費用を計上させていただいておるところでござ

います。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 生涯学習課でございます。井上です。よろしくお願いいたしま

す。

１８節備品購入費１９０万円のうち１８３万１,０００円の分でございます。内容といたしま

しては、ハンディー型サーモグラフィーカメラと三脚のセットを購入するもので、目的といたし

ましては、イベント会場やスポーツ会場など、市の事業で一度に多くの人が集まって利用する場

合、新型コロナウイルス等の集団感染リスクを減らすために、市内８か所に設置するよう考えて

おるものでございます。設置箇所は、るり色ふるさと館、かわせみホール、白壁ホール、うきは

アリーナ、スポーツアイランド、図書館、保健課の事業、ふれあい荘でございます。
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続きまして、１９節負担金、補助及び交付金６,５２０万円のうち、指定管理者休業要請等支

援金１,２７５万のうちの１,２００万円の増額分でございます。これは、指定管理で運営してお

ります、うきは市総合体育館うきはアリーナについて、休業要請による損失の支援金でございま

す。

うきはアリーナは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月２日から５月３１日までの

９０日間、休業要請により休館となりました。指定管理料は協定に基づき全額お支払いいたしま

すが、利用料金、自主事業、自動販売機の収入についての補塡を行うもので、上限額を計上させ

ていただいておるものでございます。算出根拠といたしましては、直近３年間の利用料金、自主

事業、自動販売機収入の実績による平均値を３か月分計上しております。収入のみを算定して上

限額を計上しておりますが、議会において承認をいただきました後に、休館による経費等の増減

等も確認した上で、指定管理者と十分に協議を行いまして算定したいと考えております。

以上でございます。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 福祉事務所、末次でございます。

同じく１９節負担金、補助及び交付金の指定管理者休業要請等支援金でございます。７５万円

の増額補正でございます。新型コロナウイルス感染症対策として、ゆうゆうセンターの休館要請

に伴う支援金でございます。市の休業要請で休業したため、基本協定に基づき、指定管理料の支

払いは行いますが、休業で利用料及び自主事業収入が途絶えていますので、別途、支援金として

支払うものでございます。

うきはブランド推進課でございます。

コロナに負けないまちづくり支援事業費補助金１,０００万円でございます。未曽有の新型コ

ロナウイルスの影響を受けている産業等をまちづくりの視点から問題解決に導くことが見込まれ

る事業に対して補助するものでございます。想定としては、市内産品のネット販売体制の構築と

か売上げ減少対策の新しい取組で、２００万円掛け５件、１,０００万円を予算するものでござ

います。

その下の、特別家賃支援給付金３,２００万円ですが、これは、国の家賃補助の個人負担分に

対して、市から独自の支援をするものでございます。限度額は８万円で、４００件を予定してい

るところでございます。

その下の、持続化・経営革新事業支援補助金７５０万円。こちらは、これまでの国の持続化補

助金、県の経営革新事業支援補助金の個人負担分に対して、市から独自の支援を出すものでござ

います。この事業の目的につきましては、販路拡大とか新しい事業の取組ということで従来から

行われているものですが、コロナに対しても使っていただこうということで補助を追加するもの

でございます。２５万円掛け３０件を予定しているところでございます。
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○保健課長（原 廣正君） 保健課でございます。

同じく１９節、下から２番目、ドライブスルー方式ＰＣＲ検査導入等支援金１００万円でござ

います。５月１３日より、浮羽医師会がドライブスルー方式のＰＣＲ検査センターを開設してお

りますけれども、この運営に係る費用については、現在、県の委託事業により行われております

ので市の負担はございませんけれども、今後、年内に感染が急速に拡大し、ＰＣＲ検査体制を拡

大しなければならなくなった場合に、県の費用負担では賄えない部分の費用を想定し、今回、

１００万円の予算を計上いたしております。

以上です。

うきはブランド推進課です。

コロナ対策サテライトワーク支援事業費補助金１９５万円でございます。サテライト、先ほど

も申しましたが、サテライトワークを体験することによりまして、市内でのサテライトオフィス

の誘致や、事業者・移住者を誘致する目的で、補助金、新しく補助金をつくっております。補助

金の中身としては、宿泊費、企画費、企業レンタカー借上代等を想定して、１９５万円の予算化

をお願いしたいところでございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

お手元にですね、これはもう、今、課長がそれぞれ説明いただきましたけれども、総務産業な

り厚生文教なりのそれぞれのところで検討をするようにしておりますので、ちょっとえらい分か

りにくいかと思いますけど、その表に基づいて質問をお願いをいたします。

質疑はありませんか。４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） 所管が間違えてましたら、注意をしていただきたいと思います。

まず、１７目の１３節委託料の中で、コロナ対策費の中に、サテライトオフィスの分とか、同

じく１９節の負担金の中の一番下の、同じくコロナ対策サテライトワーク支援事業などというの

は、今のコロナの、何といいますか、危険性とか重要性とか、あるいは本当に困ってある市民の

感情からすると、何でこんなことをしなきゃいけないんじゃないかなと思います。したがいまし

て、その必要性について、市民に―私を含めた市民に分かりやすく説明してもらいたいと思

います。特に最後の１９節の負担金の中で、サテライトワークの体験ということで、宿泊費、何

とか費、レンタカー費ってありましたけど、なぜそれをしなきゃいけないのか。昨日の一般質問

で、それこそ店を閉めるか閉めないか。例えば浮羽究真館のラグビー部の子供たちを預かってい

る旅館では、入学してから、学校は始まらない、本当は閉めたいけど子供は預かっていると。で

も、それでもしなきゃいけないという、その切実感からすると、かなりずれているような気がい

たしますので、お尋ねいたします。
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○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

１９節のコロナ対策サテライトワーク支援事業費補

助金の御質問だと思います。

コロナ対策という面では、直接給付するとか支援事業をするとか、いろいろな対策があるんで

すが、これは、市のあらゆる取組の中でコロナ対策につながるような事業として興したものでご

ざいます。さきの報道でもありましたけれども、嬉野温泉で旅館の部屋を活用し、テレワークの

拠点として、国・県・市が取り組んだという事例もございますが、このタイミングで、コロナ対

策で福岡とか都市圏の方を呼び込むことによって、市内の空き店舗なり旅館なり、いろいろな工

業施設も含めてテレワークに取り組んでいただいて、それが将来のテレワークの誘致につながれ

ば、うきは市としてもメリットもあるし、地域としてもメリットがございます。そういう目的で

サテライトワーク支援事業、これは、従来、鏡田屋敷でもやられておりますが、その範囲を対象

を例えば空き家とか空きオフィス、温泉旅館とか、そういうふうに広めた意味で取り組むところ

でございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） 今、いみじくも言われましたように、鏡田屋敷とか居蔵の館に対

するテレワークの事業をここ数年取り組んでこられましたが、その実績が、はっきり言って上が

っていない状況の中で、さらにこれをするということは、おかしいのではないかと思います。む

しろ、昨日も質問しましたように、これだけの対策をするならば、市民全体に対する補助とか、

あるいは、子供、若者、そして家庭的困窮が厳しい独り親とか、そういうところに直接したほう

がコロナ対策になると思いますし、地元の消費喚起にもなるのではないかと思います。

居蔵の館、鏡田屋敷についても、じゃあ、委託先はどこですかといいますと、どうも、うきは

市内ではないと。うきは市の一般財源も当然使われているわけですから、それはいかがなものか

と思いますので、なぜそのような発想といいますか、居蔵の館、鏡田屋敷等の実績に基づいて、

これを出されているのか、あるいは実績とはもう無関係に出してあるのか、その辺をお尋ねいた

します。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

私が鏡田屋敷という例を挙げたので、ちょっとあれ

なんですが、鏡田屋敷の関係は、都市計画準備課がしんしんと取り組んでいるところでございま

す。

私のうきはブランド推進課は、空き家対策とか地域振興とかを担当しておりまして、今回、そ

れは、優先順位は、いろいろあると思いますが、市長の全庁を挙げて取り組むということで、そ
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の各課ごとにいろんなアイデアを出して、コロナ対策で有効なものは取り組んでいこうというこ

とで、テレワークにしても、じゃあ、急に、テレワークの人材をしたから、ぱぱぱっと進むわけ

でもございません。今、このタイミングでやらないと、将来のうきは市が沈まないように、今、

取り組もうとしているところでございます。

それで、コロナ対策とサテライトワークにつきましては、うちの課が、空き家バンクとかの認

定業者もございますので、そちらからの情報をいただいて、オフィスを活用できるものがないか

とか、実際の空き家とか、あと温泉旅館、嬉野市がやっているような温泉旅館でもできるのでは

ないか、そういうような幅広い対象者を広めて、コロナ対策で、うきは市に何かメリットを置き

たい。それは、都会にとっても、都市型密集地の中で過ごすよりも、安い、うきはの自然豊かな

ところで過ごして働けるというのでは、そういう趣向があると思いますので、そういう趣向の誘

致を図っていきたいという趣旨でございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかに。３番、野鶴議員。

〇議員（３番 野鶴 修君） 今、４番議員の竹永議員に関連して。

まず、今のタイミングでということで言っておるわけでありますけど、やっぱりですね、この

テレワークの問題についてはもう２年前から鏡田屋敷をあれだけテレワークで呼び込むというこ

とでやってきたと思います。しかし、今回のコロナ騒ぎの中で、じゃあ、鏡田屋敷がどういった

実績を出しているのか、そこをきちんと分析しないとですね、やはりそういったことをどんどん

広げていくということじゃなくて、まず、今ある施設を十分活用させるということが、そっちの

ほうを考えることが重要じゃないかなと思います。

だから、例えば、そういった補助をするなら、業者のほうが来やすいように、家賃の３分の

１をとか２分の１を、このコロナ対策で来た業者に対しては、市のほうで補塡をしてやると。そ

うすると借りやすくなるから、そういったテレワークがどんどん進むとか。

今日、嬉野温泉のも、旅館で７０万の家賃収入と。家賃というか、そのテレワークの収入があ

るということでテレビでやっておりました。そのうちの３分の２近くが、たしか県・市の補助だ

ったと思います。だから、そういった活用、補助のほうがよっぽど、今、竹永議員が言ったよう

に、今、そういったことに事業を拡大するような、そういう方向じゃなくて、そっちのほうが、

もう少し実のある活用になるんではないかなという気が私もしております。

それと、もう一点、コロナに負けないまちづくり事業ということで１,０００万、かなりの金

額を出しております。２００万の５件という話でした。それもネットワーク販売とかということ

ですけど、ネットワーク販売するのに２００万も要るのかなと。これ、ちょっと意味がよく分か

りません。どういった事業者を対象として、どういった事業の内容に補助をするのか。もう少し、
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そこら辺のところの説明が欲しいと思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

野鶴議員の、事業拡大を目指すというよりか、うち

としては、空き家を利用したコロナ対策につながるものという発想をしているところでございま

す。

鏡田屋敷の実績がどうかというような御指摘なんですが、うちとしては、福岡市が１時間圏内

で行きますので、福岡市をターゲットに今回、体験、お試しを含めて、宿泊費とかを補助しなが

ら実際来ていただいて―家賃とかを補助するという、国・県とか、そういう大きな支援がで

きるところが支援できれば、それは当然いいんですが、単独でそういうことまではできないので、

実際、体験で来ていただいた方に相談しながら、空き家の紹介をするなり、そういう場所を紹介

するなり、家賃の補助まで踏み込んでは、今の第１回では考えていないところでございます。

それと、コロナに負けない、２００万円掛け５件なんですが、これは、あくまでも限度額の

２００万円でございます。ネット、ＥＣサイトを作るために、ホームページなり予約サイトをつ

くるとか、あと、じゃあ、チラシを作る。じゃあ、どういう業者の人を集めるとか、そういうの

には、結構お金がかかりますので、あくまでも２００万円が限度額ですので、ホームページとか

予約システムが幾らかかるとかいうのは、まだ今のところ、幾らかかるというのを私たちも、規

模にもよりますので。恐らく、本当の確立するんだったら、数百万はかかるんだろうというふう

に想像はしているところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ３番、野鶴議員。

〇議員（３番 野鶴 修君） まず、１点目の問題ですけど、ちょっと私の趣旨が伝わっていな

いかなと。

今、空き家活用とかをして、そのテレワークを広げるということを言われたかと思います。だ

から、今の時期、そうじゃなくて、鏡田屋敷等がまだ使われてないなら、やっぱりそういったと

ころをまず利用してもらうということが先じゃないかなと。そして、当然、空き家を活用して、

テレワークとかを今後広げていくというのは、このコロナ感染対策に関わることじゃなくて、当

然やっていかなければならない。だから、今の時期じゃないんじゃないかということを言ってい

るわけです。だから、コロナ感染対策として、そういった事業を取り組むんであれば、もっとほ

かのことに、まず、コロナ感染対策を使って、そういった空き家対策でテレワークをというふう

な、そういった事業については、今後、当然テレワークというのが見直されてくると思いますの

で、そういった時期に併せて、またやっていけばいいんじゃないかな。だから、今のこの時期に、

ここで予算を組む必要があるのかなと。そういったことで言っております。
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それと、コロナに負けないまちづくりの関係でありますけど、今、確かに、いろいろすれば、

お金がかかります。ただ、昨日の中で、この上のほうにあったと思います。何やったですかね、

新規事業とか国の段階で、要するに、そういったいろんな事業に切り替えたりとかする場合の補

助金というか、対策費、支援金があったかと思います。昨日、１３番の佐藤議員の中でもあった

と思いますけど、名称をちょっと忘れました。（「持続化支援金」と呼ぶ者あり）ああ、そうそ

う、持続化支援金や、その補助金等もあります。それとの違いも何か聞いていると、よく分かり

ません。どういった方をまず対象として考えているのか、そういったところもありましたら、お

願いしたいと思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

空き家対策は空き家対策、コロナの感染予防にはつ

ながらないのではないかということなんですが、これは、あくまでコロナの感染予防というより

も、経済回復の目的に沿った意味で空き家も活用できる。鏡田屋敷も―鏡田屋敷につきまし

ては、当然、都市計画準備課が取り組んでおります。

うきはブランド推進課としては、間口を広げて、福岡をターゲットにしてやっていきたいな

―福岡都市圏ですね。緊急性があるかないかというよりも、今、私たちが取り組まなきゃい

けないのは、感染予防と経済回復の両方をどうやってバランスを取っていくかということなんで

すが、この嬉野市、嬉野温泉が取り組んでいるのは、まさに、いろんな施策を今打たないと、先

へ、じゃあ、もうちょっと落ち着いてから、空き家対策で来てもらえばいいじゃないかというと

きにはどうなのかなと。今やれることを今やりたいということで、このような取組をしていきた

いということでございます。

それと、先ほどのコロナに負けない補助金２００万円の、それと、持続化補助金、経営革新事

業支援補助金、これは国と県の制度に基づくものでございまして、販路を拡大するとか、新しい

事業をすることに対して申請書を出して補助金が受けられるという制度でございます。それは、

国・県でやってますが、それに対しては、個人負担が３分の１、４分の１とかございますので、

それにつきましては、先ほどの上のほうの７５０万―２５万円掛け３０件をするところでご

ざいます。

こちらのコロナに負けないは、団体ですね、まちづくりの視点から、コロナ対策で疲弊してい

るところを、ネットワークの構築とか新しく都会へ売り込むとか、そういうのを興してくれる団

体ですね。個人でするんじゃなくて。先ほどの持続化補助金は会社、今度は、個性あるまちづく

り事業と一緒で、団体で大きなまちづくりの目的のためにやるのに、少しハードルを下げた補助

金で頑張っていただこうというような発想でございます。

以上でございます。
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○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。（発言する者あり）いや、ここまでで、ちょっと

終わりたいと思いますが。（発言する者あり）いやいや、なら。

それでは、もう１時間半たちましたので、ここで休憩をいたします。１０時５０分より再開い

たします。

午前10時34分休憩

午前10時49分再開

○議長（中野 義信君） 再開いたします。

２款１項につきまして、それぞれ出ておりましたが、さらに、ここで引き続き、質疑のある方

１７目については、ほとんど国・県の支出金が出ていますようで

すが、常任委員会が文教のほうになると思い、１９節、頭の指定管理休業要請等支援金。これは、

アリーナが１,２００万ということで、この３か月、３、４、５で３９９万、約１,２００万とい

う予算が出ております。ゆうゆうも全く一緒のことで、２３万の７５万出ておりますが、これ、

ひとつですね、例えば５月で終了、６月からまた６、７、８とか継続した場合に、国のほうは、

どういう支援をしてくださるのか。そういうのをちょっと調べていただきたいのと、例えば、こ

の管理費は全て支払いしていると。ということで、管理が例えば、これはどこかな、四季の舎な

がいわとか、いっぱいありますね、管理でやっているとこ。その団体から出てきた場合とか

―それは、ちょっと担当が別でしょうがね、そういうときの判断は、どんなふうにされるの

ですか。今のところ、２つのアリーナと、ゆうゆうの関係ですけどね。それが、取りあえず文教

のほうの委員会のほうですから。ちょっとその辺をお答えできるなら、お願いいたします。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 今の御質問で、国の支援が６月以降また休館したときに、どう

いう支援があるかでございますか。

今のところ、ちょっとそこまでは、すみませんが、調べてはおりません。私どもとしましては、

休館した３月から３か月分についてを、今、国の支援のほうの臨時交付金のほうで申請をしよう

と思っておりますが、またこのこういう状況が続きまして、アリーナがまた休館するような要請

になれば、またそのときの国の支援等も含めて考えてまいりたいと思っております。

それから、２番目の管理費の分でございますけども、ほかの、ながいわの分は、こちらでは、

ちょっと分かりかねますので、すみません。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

長岩公園交流促進センターの話が出ましたので。



- 204 -

恐らく、うきはアリーナは、一定の収入、スタジオとか、あの自主財源が幾らある、管理費が

幾らある、そのトータルの計算で契約されていると思いますが、四季の舎ながいわは、最小限の

固定経費だけですので、その利益が幾ら上がったのを指定管理料から引くとか、そういうのはご

ざいませんので、計算の方式が違いますので、そういうことでよろしく御理解をお願いいたしま

す。

○議長（中野 義信君）

このアリーナは金額が大きいんですがね、ゼネコンであってです

ね、全国に結構管理している場所があると思います。全ての自治体で、こういう支援金が出てい

るのか。

それとですね、例えばゼネコンなら、クラウドファンディングとかね、そういうふうで、自分

で努力する、企業はできるんじゃないですか。これも、はっきり言うて、国のほうからの支援で

すから、お金に対しては、あんまり言うとこはないんですがね。そういうとこは、ちょっと考え

てもらったらいいんじゃないですかね。ちょっとお伺いします。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 全ての自治体がこのようにしているのかということでございま

すけども、国のほうからの通知は、指定管理者制度の運用の留意点ということで、総務省のほう

から適切な対応をするようにというふうに通知が来ております。それに沿っているものと思われ

ます。

また、クラウドファンディングとかですね、そういうものもしているかと思いますが、それが、

コナミがしているかどうかというのは確認をしてまいりたいと思っております。

○議長（中野 義信君）

担当課としてですね、その辺、推奨をしてみてください。するか、

せんかは分かりませんけどね、これ、今、全国的に結構、皆さん、協力する企業がありますので。

ゼネコンがゼネコンというのは、ちょっと大変かもしれんですけど。よろしくお願いしときます。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１３番、佐藤議員。

〇議員（１３番 佐藤 裕宣君） 先ほどから竹永議員、野鶴議員が質問をされましたけど、これ、

コロナ対策サテライトワーク、これ、鏡田屋敷も含まれるということ―鏡田屋敷は含まれな

い。コロナ対策の、この。含まれるとしたらですね、これ、鏡田屋敷についてはですね、サテラ

イトオフィス事業委託料というのがですね、別個に予算計上されていると思うんですよね。そち

らのほうをやっぱり使うべきではないかということと、あとは、テレワーカー育成セミナーです

ね、このテレワーカーという、その対象者は誰なのか。職員なのかというところをちょっとお尋
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ねしたいんですが。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

先ほどのサテライトオフィス―今、コロナ対策

サテライトワーク支援事業の対象としての物件は、空き家バンクとか温泉の一角とか市内の空き

店舗とかを想定しているところでございます。それで、対象者というのは、補助金の対象者とい

うことで、市内の団体ですね、個性あるまちづくりと同じ扱いですが、市民団体、団体の構成員

のうち、満１８歳以上の構成員５人以上で組織され、かつ、その構成員の３分の２以上が本市の

市民である団体。特定非営利活動法人が市内に活動拠点を持つ団体ということで、コロナに負け

ない―失礼しました。コロナ対策、失礼しました。コロナ対策サテライトワークが対象者で

すね。失礼しました。（発言する者あり）すみません。失礼しました。テレワーカー育成セミ

ナー事業委託料ですね、これは、先ほども申しましたが、ホームページの作成の人材と、あと、

ＥＣサイト運営の人材育成のために、市内で、そういう能力のある企業の方がおられますので、

そちらにとか、ほかにも団体があればいいんですが、市内の業者を想定しているところでござい

ます。（発言する者あり）

テレワーカー育成セミナー事業委託料の対象者は個人ですので、会社の個人でもいいし、普通

の個人でもいい。とにかく、例えば私の管轄でしたら道の駅ですから、ほんなら、道の駅にＥＣ

サイトをしてもらいたいので、そういうとこの従業員とか、そういうのを想定しているところで

ございます。

○議長（中野 義信君） １３番、佐藤議員。

〇議員（１３番 佐藤 裕宣君） ということであれば、その方々は、今後ですね、例えばコロナ

禍が終わっての、まちづくりにもつなげていくという、先ほどの答弁がありましたけれども、そ

ういった方が、こういったテレワーク事業に関わっていくということでよろしいんですか。そし

て、そのテレワーク事業を市内に広めていくということで、そういった理解でよろしいんですか

ね。

もう一個、ちょっと答弁をもらってないんですけど、このサテライトワーク支援事業ですね、

この中には鏡田屋敷は入っているのか。入っているとしたら、私はおかしいと思います。鏡田屋

敷は鏡田屋敷で別にサテライトオフィス事業委託料というのが、たしか計上されておりますので

ですね、そちらのほうで、やっぱり対応をしていくべきだというふうに思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

佐藤議員の御指摘のとおりでございます。うきはブ

ランド推進課としては、空き家バンクに協力していただいている認定事業者の方からオフィスを

紹介してもらったり、空き家バンクとか、温泉旅館とかを幅広く対象にするという意味で、間違



- 206 -

えて鏡田屋敷の名前を出して申し訳ございませんでした。

○議長（中野 義信君） 佐藤議員。

〇議員（１３番 佐藤 裕宣君） とにかく、何かですね、コロナ対策費に便乗して、通常の施策

にも使っていくというような何か誤解をですね、市民に、このあれは、ちょっと予算はですね。

それから、今の答弁は誤解を招くような感じがするんですよね。やっぱりそういうことは絶対に

あってはならないということをちょっと申し上げておきます。

本当、昨日の一般質問でも言いましたように、あしたのお金に困っている人がこういったのを

分かったらですね、それは怒りますよ。だから、そういうところをお願いをいたします。

○議長（中野 義信君） 髙木市長、答弁。

○市長（髙木 典雄君） 先ほどからテレワーク支援事業について種々御質問をいただいておりま

すが、ちょっと誤解があってはいけませんので。

まず、結論から申し上げますと、今回のテレワーク支援事業は、今、社会経済活動で大きな疲

弊、影響を受けているのですが、その支援につながるものであります。

うきはブランド推進課長のほうから答弁があったように、吉井温泉、筑後川温泉、かなり疲弊

をしております。そういう温泉の活用であったり、民間の農家民宿ですね、例えば「つづら山

荘」であったり、「きふね」であったり、あるいは民間で「以久波」、あるいは「小塩の灯り」。

いろんな施設があるんですけども、そういうところを最大限活用して、このテレワークの支援を

していく。結果として、いろんな福岡辺りからの団体が来ることによって、飲食店の利用促進に

もつながるということで、まさに今、早急に必要な、コロナで影響を受けている、いろんな事業

者を支援する、これが大きな目的であります。

昨日の一般質問でも申し上げたんですが、新型コロナウイルス感染症対策には、やっぱり大き

く３つ必要だと思います。１点は、感染防止対策。そして、２つ目が、社会経済活動で大きな影

響を受けているんですが、この影響をいかに少なくするために支援をしていくかという問題。そ

れから、３つ目に、アフターコロナという話もさせていただきました。いわゆるコロナ後も見据

えて、まちづくりも考えなくてはいけない、こういうことであります。

しかし、今回の補正予算は圧倒的に真ん中の、社会経済活動で大きな疲弊を受けているところ

に支援をしたいというのが大きな目的です。唯一例外は、前段の感染防止でいくと、ドライブス

ルー方式のＰＣＲ検査に１００万円上げさせていただきました。基本的に医療供給体制等は国と

か県がやるものなんですが、我々としても、そういう形で支援するということも重要ではないか

ということで提案をさせていただいてます。

それから、アフターコロナについては、具体的な話はないんですが、このやっぱりテレワーク、

新しい働き方、あるいは、やはり３密の発生が予想される都会よりも、やはり、うきはを含めた



- 207 -

自然環境豊かな地で暮らしたいという要求は、かなりのものがあるのですが、そういうことを地

方創生の視点でどう捉えながら、この３つの連携の中でどう波及するかと、こういう視点でです

ね、今回補正、第２次支援策の第３次補正予算を計上させていただいておりますので、便乗する

とか、そういうものではなくてですね、しっかりした考え方の下に、今、苦しんでおられる事業

者をいろんな角度で、そして支援していこう。そしてまた、役所だけがやるんではなくて、本当

にありがたいことなんですが、うきは市内に今、何とかしなくちゃいけないという団体が幾つも

幾つも芽生えてきています。そういう団体の背中を押して、しっかり自らの地域は自ら―コ

ロナに負けないぞという全体的なまちづくりに広めていきたいと、こういう精神の下で予算を上

げていることを御理解いただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 副市長。

○副市長（今村 一朗君） 今、市長が申し上げましたことに少し追加させていただきますと、鏡

田屋敷が出ておりますけれども、鏡田屋敷は、テレワーク、コワーキングの場所として整備をし

てまいりました。これは、いわゆる都市部における皆さんの関係人口をうきはに引っ張ってくる

ということで、二、三年前から特に働き方改革を言われる中で、仕事はどこでもいつでもできる

という、そういう首都圏や都市圏の企業の皆様が、例えば旅行とワークを一緒にするワーケーシ

ョンという言葉も最近よく出るようになりましたけれども、そういった方々の働き方改革の１つ

の場所として活用していただくと。そういった中で、うきはに来ていただきながらですね、うき

はのファンになっていただく。関係人口の増加に向けての取組の１つとしてやってきたわけでご

ざいます。

今回、こういったコロナの状況になりましたけれども、既に今年度につきましては、東京や都

市部の企業の方から、新規採用研修、それから職員研修、ぜひ鏡田屋敷でやらせてほしいという

ような申出があっておりました。つまり、本社と鏡田をつなぎながらですね、取締役とか、そう

いった方々とテレビ会議等をしながら会議をしたり研修したり、そういったことを計画を頂いて

いたところでございますけれども、今回のコロナの関係で、ちょっと途絶えているところでござ

います。

今、出ておりますサテライトというのは、テレワークとはちょっと違いまして、会社の拠点を

こっちに持ってきていただくと。つまり、うきは支店をつくっていただくような、そういうイ

メージで思っていただければと思います。つまり、福岡まで行かなくても、例えば、この近辺の

方だったら、うきはのどこかの場所をですね、サテライトとして使っていただければ仕事ができ

ると。今は、例えば東京でもですね、スタートアップ企業で始めたばっかりのところの企業は、

東京の大手町とか丸の内とか、ああいうところの高い家賃じゃなくてですね、もう田舎のほうで

もいいと。そういったところもありますし、この前ちょっと、そういう企業にお聞きしましたら、
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「別に東京じゃなくてもいいので」「じゃあ、うきはでもいいですか」と言ったら、「はい」と

は言われませんでしたけど、「可能です」と。つまり、そういう企業が今後出てくるんだろうと。

つまり、新しい世界がまた変わるんだろうというふうに思います。そういう中で、いち早く、そ

のサテライトとしてですね、うきはを使っていただくというところの取組も、この支援事業の中

に入っておりますので、鏡田とは少し性格が違うというところを御理解いただければというふう

に思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１１番、伊藤議員。

〇議員（１１番 伊藤 善康君） ６番議員との関連でございますが、アリーナと、ゆうゆうセン

ターか、そう、アリーナ自体は、あれ、四千何百万やったっけ、また値上げしとったち思うばっ

てんが、やっぱりそれで、やっぱりもうやっていけんということですか、今までが。かなりの利

益が出よったんじゃないですか、それは。

それで、今度は３か月、休養―休業して、その分、ここ、国からの金やけん、簡単に思っ

とるかもしれんけど、何か納得がいかんとですよね、その辺。ちょっと、何というかな、今まで

やって、指定管理でやってこられて、多額のお金を払うとるち思うばってん、それじゃ、それで

ぎりぎりやっとったということですか。国の金ありきやけん、もう、これはもろとかないかんと

いう考えでやっとるわけですか。進めておるわけですか。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） アリーナが経営状態はどうなっているのかという御質問だと思

います。

アリーナの経営状況といたしましては、現在、企業努力によりまして黒字となっております。

ただ、黒字なら、指定管理料だけで損失は補塡しないでいいのかと申しますと、基本協定の中に、

「不可抗力によるものは協議をする」となっておりますので、それに基づいて、今回、上限額を

提出させていただいたものでございます。

○議長（中野 義信君） １１番、伊藤議員。

〇議員（１１番 伊藤 善康君） 今の答弁も納得がいかんとばってんか。

協議をすると。今までもうかっとったのは、それで蓄えがあるとじゃねえですか。違うですか。

それは全然手つけんで、もう今回、補助金、交付金、もらうもんはもらうと。きちっと。もうけ

は出さんということですかね。そういうこと、説明なら、半分ぐらい理解できるばってんか。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） もうかっているのは蓄えがあるのかということでございますけ

ども、逆に、これが赤字だったら補塡がまだ増えるのかという話にもつながると思います。赤字

であっても今年の分として、それは企業努力が足りなかったということで、今年の分だけ補塡す
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るということでございますので、赤字、黒字に限らず、今年の３月から３か月間しているのは、

休業をこちらが要請したわけでございますので、その分の補塡として考えているものでございま

す。

○議長（中野 義信君） ３回目。１１番、伊藤議員。

〇議員（１１番 伊藤 善康君） いや、そいけん、自分の蓄えというか、今までもうかった分は

もう絶対そのまま出さんで、もらうのは、きっちりもらうということでしょう。早う言や。もう、

これは市が出すとなら、物すごう反対しますけど、何というか、国からの認められた、何という

か、それに合うとったけんで出るということですか。国から出るとでしょう、これは。直接。そ

の辺をお願いします。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） コナミスポーツは大きな事業所でございまして、現在３８０ほ

どの施設があると聞いております。その中で直営の部分が１８０、それから、私どものように受

託している施設も２００ぐらいあると聞いております。その中で全国的に、こういうスポーツジ

ムというのがですね、国のほうからも、名指しでといいますか、ナイトクラブ、その次にスポー

ツジムというふうに言われて休館しているという状況でございます。

それで、もうかっている分をそのままにしておくのかということでございますけども、その辺

はですね、指定管理者と協議をいたしまして、この利用者、利用料金、自主事業料金、それから、

自動販売機料金の中で、この３か月の中でどうなっているのかというのを経営状況を考えてみま

すと、収入がなくても従業員の方には給与を支払わなければならないということになっておりま

す。ただ、その休業の形になっております手当としまして、それを国のほうに雇用調整助成金な

りを申請してると思いますので、その辺りがどうなっているかということが確定した後に、また、

電気料等も計算いたしまして、協議をしながら確定したいと思っております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。５番、岩淵議員。

〇議員（５番 岩淵 和明君） １つはですね、１４目の一般備品購入のとこで、体温計というふ

うなお話がありましたですね。体温計の購入状況、逆に、昨日もちょっと申し上げましたけども、

例えば公立保育園のところだとか学校だとか、当初の設定のときに、当初コロナが発生した時点

で、探したけど、なかったという話が最初あったと思うんですね。そういう意味で言うと、今後、

これをどういうふうに計画、拡充していくのか。感染予防対策としてですね、どう考えておられ

るのか、計画があるかどうかも含めて、お答えいただければありがたいと思います。

それから、２つ目には、先ほどのテレワーク関係、それからサテライトオフィス支援というこ

と、関係のところですけども、実は経産省がそもそも計画をつくってて、国が直接給付する方法、

提案が、この間ずっと出されているんですね。「コロナ感染症で影響を受ける事業者の皆さん
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へ」ということで、ちょっと私が今、手元に持っているのが５月３日方針のやつなので、ちょっ

と、一月以上前の話なので、今は変わっているのかもしれませんけど。

例えばテレワーク、１７目の１３節のところで―委託料ですね、のところで、テレワーク

育成セミナーというのも同じ項目がやっぱりあるんですね。派遣費用は無料というふうになって

いるんです。そういうのを逆に国が本来―本来というか、市長の先ほどの話であれば、国が

感染対策、基本的にやるべきだというふうにおっしゃっている背景からすると、この辺のところ

は、どういう協議を重ねて、こういう結論に、うきは市の財源のところからしようとしているの

か。特に財源になっている地方創生の臨時交付金ということになるかと思うんですね。そういう

意味も含めて―それから、コロナに負けないまちづくりなんかというのも、地域企業再起支

援というのも出てます。ちょっと中身がまだ十分、私も熟読していないので、経産省のものがど

ういう内容なのかというのは十分把握していないで発言しておりますので、その辺はちょっと御

了承をいただきたいんですけども、いずれにしても、国と県が行っている事業との関係で、この

事業の設計そのものの内容がまだ、今回提案いただいて、事前の概要説明書もないんですね。そ

れをぜひ御提示いただきたいというふうに思います。

今申し上げた点で御回答をいただけるのであれば、国との調整、国がやろうとしている中身と

を含めて、どういう対処をしようとしているのか。どういう成果を生もうとしているのかを改め

てお尋ねをしたいと思います。

それから、これは厚生文教になるかと思うんです。指定管理の件ですけれども、確認ですけれ

ど、今回、自粛要請の中で休業要請をした指定管理の場所というのは、この今２か所ですけれど、

具体的に出ているのはそうなんですけど、それ以外になかったのかどうか、ちょっと確認だけさ

せていただこうと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） 答弁、髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 今、大きく３点の御質問をいただきましたが、真ん中の２点目について、

まず、私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。

テレワークの御質問でございますが、議員御承知のように、今、国が提唱しているのは新しい

生活様式です。そこにテレワークが入っているわけなんですけれども、それを全ての国民に定着

をしながら、段階的に規制を解除してコロナ前に持っていくというのが大きな国の方針というふ

うに捉えております。

ところで、テレワークでありますが、今、さらに進化をして、チームで働くリモートワークと

いう言い方もありますが、テレワークもリモートワークも同じ形態かと思いますが、そこには

３つの形態があると言われてます。１つが、自宅で仕事をする在宅勤務が１点。２つ目が、カフ
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ェや移動時間を利用して、いつでもどこでも仕事ができるモバイル勤務。そして、３点目が、本

社オフィスとは異なる場所に設置されたオフィスで仕事するサテライトオフィスという３形態が

あるんですが、この３つ目の形態のサテライトオフィスを捉えさせていただいて、先ほどから答

弁をさせていただいていますように、今、うきは市内で、いろんな事業者の方が苦しんでおられ

ます。そこをしっかりサポートするような施策として挙げさせていただきました。そして、同時

に、働き方改革というか、アフターコロナの時代を見据えて、うきはの地域振興にもつながるよ

うな、そういう中で横軸を入れた施策として挙げたものであります。

それから、テレワーカーの人材育成については、何も東京、福岡だけの問題じゃなくて、新し

い生活様式は、ここ、うきはでもそうです。副市長のほうから答弁があったように、かなり、う

きは市民で福岡に通勤されている方、結構あるんですね。それを今までどおり対面仕事でやりま

すと、結局、第２波、第３波を考えますとですね、非常に密集地である、天神、福岡に仕事に行

って、そして夜戻ってくるということは、非常に、うきはにとってもリスクが大きい。そういう

中で、うきは市民、うきはに住んでいる方も、いわゆるテレワークについて身近な問題として、

そして、天神に仕事に行かなくて自宅で仕事ができるような、そういう環境のテレワーカーの人

材育成をということで、私どもが挙げているやつは全て横軸というか関連があって、中心的な話

は、市内の事業所の皆さんが苦しんでいるところにどうサジェスチョンを持っていくかと、こう

いうことで挙げさせていただいていることをぜひとも御理解いただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

〇市民協働推進課長（石井 孝幸君） １４目の地域コミュニティ推進費で計上しております一般

備品費については、自治協議会のほうからですね、会議前などに検温していきたいという要望が

ありましたので、ここで計上させていただいております。うきは市全体で考える必要はあると思

っております。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

先ほど、経済産業省のテレワークに関するものと地

域企業再起支援事業ですが、テレワークの申請者は企業でございます。あと、地域企業再起支援

事業は都道府県が申請ということで、今回の私たちがやろうとしているテレワーカー育成セミ

ナー事業は、市内の事業者の個人の方にレベルアップをしていただきたいということの委託事業

と、あと、コロナサテライトワーク支援事業費補助金は、そういう市内の団体の方に頑張ってい

ただきたいというような補助金の意味でございます。

以上でございます。

○議長（中野 裕宣君） 田篭市長公室長。

〇市長公室長（田篭 正規君） 指定管理の休業の要請の件でございますけど、アリーナ、ゆうゆ
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うセンター以外にですね、休業要請しました分については、施設、全体的に休業、休館しており

ましたので、例えば小塩のホタルの里公園とか、あと、ながいわとかですね、そういう部分につ

いては休業要請をしておりますけど、休業補償的なものについてはですね、現在のところ、向こ

うから、先方からも来ておりませんので、今の段階では、その２件が休業補償関係の協議をやっ

ていくところで予定しているところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ５番、岩淵議員。

〇議員（５番 岩淵 和明君） あとは、細かいところは多分、委員会付託になるかと思いますの

で、論議を深めてもらいたいと思いますけど。

ただ、ちょっと言いたいのは、さっき、回答をいただいていないのが、事業概要の説明書の資

料が、やっぱり必要だと思うんですね。誰が誰に対して、いつまで―期日もあるかと思いま

す、こういったのはね。そういう関係をきちんと示してほしいんですね。でないと、審査ができ

ないだろうと思いますので、ぜひ、これは資料として作ってほしいということ。

それから、これもお答えいただけなかったところですけれども、今、石井課長のほうからは、

全体も必要だろうと思っているということですけれど、まさしく第２次感染防止策として、そう

いった、いろんな施設での検温とか体温、今、学校でも検温の結果を報告してもらうという形に

なっているんですね。そういう点も含めて、今おっしゃっていたのは、公共施設の何か所かとい

うふうに、さっき、説明ありましたけれど、それ以外のところも、やはり感染リスクが非常に大

きいだろうと思う。昨日もちょっと申し上げましたけども、高齢者施設なんかもそうだと思うん

ですね。ただ、そこは委託先になるので、事業は別だと思いますけども、直接運営しているとこ

ろに対する感染防止策というところは、まだまだ不十分だというふうには思いますので、ぜひ、

これは検討していただきたいというふうに思います。

それと、さっき、うきはブランド推進課の課長からお答えありましたけれども、直接企業とい

う、個人事業主ということでありますけれど、これは、例えばテレワークは、企業、これは企業

だけなんですか。個人事業主とか、そういったのは相手になってないんですか。今、経産省のや

つ。後で見れば分かりますけど、直接関係あるかどうかは、ちょっと分からないですけど。そこ

だけちょっと分からないので教えていただきたいと思います。

以上です、はい。

○議長（中野 義信君） 田篭市長公室長。

○市長公室長（田篭 正規君） 概要、予算の概要説明書の件でございます。

ちょっと検討はさせていただきたいと思うんですが、委員会が多分、午後から予定されている

と思うんですけど、それまでにはちょっと、もしかしたら間に合わない部分もあるかと思います
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ので、少し検討させていただけたらと思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

先ほどのテレワーク導入支援事業ですが、テレワー

クマネージャー相談事業は、総務省が３月３１日まで相談時期となっております。対象は、中小

企業ですね。あと、働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）、厚生労働省、これにつき

ましても、新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導

入等に関わる経費について助成しますということで、こういう経済産業省が直接国に申請する

ケースが多いと聞いております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。（「いや、もう一件、体温計」と呼ぶ者あり）あ

あ、体温計の件。体温計の件について説明をお願いします。石井市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） うきは市全体で考えるということは、ですけれども、体温

計だけではなくてですね、それ以外にもいろいろあろうかと思いますので、保健課、福祉事務所、

いろんな部署と協議して進めていきたいと思っております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。２番、組坂議員。

〇議員（２番 組坂 公明君） ちょっと私、一般質問で、ここで確認したいということで、指定

管理、今ずっと出てきましたんですが、私は、これを１００％反対じゃないんですけど、これを

せんと、ここの指定管理者が運営できなくて、市民が使えないか、そういった緊急性があるのか

というのを聞きたかったわけなんですよね。そういったのであれば、私は、こういった指定管理

ところの支援金もですね、市民が利用されとるということやったからですね、そういった理由が

あるとであれば、私は、この件は賛成しようと思ってたんですけど、そういった内容が分かれば

教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 今回の支援をしていきたいと思っておりますのは、やはり指定

管理者の安定した施設運営、それに伴って従業員の雇用の確保ができるということで、それから、

従業員の生活の安定というのが目的でございます。施設運営が安定しなければですね、やはり全

国に２００か所ぐらいある、受託の分だけもどうにかなるのかとかですね、直営の分もございま

すし、そういった経営者の安定がないと、この先の施設運営というのが難しくなるんじゃないか

とは思っております。ただ、今すぐ、それがなるかというのは、まだ確認はできておりません。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。

〇議員（２番 組坂 公明君） だから、今すぐ、これをするべきなのかというのをきちっとした

答えをいただきたい。今回のコロナ禍において、一般の企業やらも、そういった感じで生活が苦



- 214 -

しい中で、持続化給付金とか、そういったのを利用して、今の生活を保持しているんやなかろう

か。そうすると、こういった指定管理の会社も一般のところと一緒で、持続化給付金やら、国の

決められた対策を使うことによってしのがないかんとやなかろうかと私は思っているんですよ。

そういった中で、これは市の施設ですから、それでもちょっと倒れるごたると。そうすると、そ

れを利用されている市民にとって不利益だから使わせてくれという理由があるなら、私はいいの

かなという思いがします。

それと、今回のこのコロナ対策費ですけど、どこに、どこの課に聞いていいのか分かんないん

ですけど、そういった、今いる、うきは市民、今いる、うきは市の企業が、もう今、示されてい

る、国とか県とか市独自の給付金とか貸付けで、ある程度持ちこたえたという判断、そういった

材料があるのかをちょっとお示ししていただきたいと思います。言いたいのは、もっとそういっ

たところに市としても投入していくべきじゃないのかなという思いで今回の補正予算は見させて

もらっているところですので、そういった、うきは市の状態が、今の国・県・市も併せた最初の

緊急支援ですね、そういったので、ある程度持ちこたえているのか、そういった考えなり資料が

あれば、お示しいただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 緊急性があるのか、それによって支払うべきじゃないのかとい

う点についてお答えしたいと思います。

指定管理者の安定した運営、先ほどの繰り返しになるかもしれませんけども、安定した運営の

中で、先ほどの雇用調整助成金、そういうものが支給されても、大企業としては４分の３が支給

されるということになります。今の状況としましては、従業員の現状として、有給休暇を使った

りしてですね、時間の短縮も行って、給与的には少なくなっていると思っております。そうなれ

ば、従業員としては、ここの企業にいてもいいのかなと。また、転職も考えるべきじゃないかな

とか、いろいろ考えがあるわけです。そうなると、今、再開しておりまして、従業員が、２７名

の従業員と２人の正規職員がおりますけれども、今のところ、大学生が卒業して、そのまま就職

に、違うところに就職しておりますので、２５名の雇用となっております。そういう雇用の確保

ができなくなれば、結果的に経営は悪化する。悪化すれば、またその中で施設管理が難しくなっ

てくるという悪循環が生じるものと考えております。それが緊急性として、生涯学習課としては

支援として行いたいと思っているものでございます。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。

〇議員（２番 組坂 公明君） 今のうきは市の状態をお伺いしたいんですけど、まさしく生涯学

習課長が言われるように、アリーナ１つを見れば、そうでしょう。うきは市全体が、そういった

ふうになってきているのかというのをお伺いしたいんですよ。そこへの支援策というのは、もう
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これである程度十分なのか。そこの考えを、執行部の考えを伺いたいと。まさしく生涯学習課長

が、うきはアリーナ１つを見れば、そういった考えでよろしいかと思いますけど、うきは市全体

の市民、企業がもう、ある程度そういった状態じゃないんですかねというのを、そこがもう、あ

る程度、今の給付金とか貸付けで大体よくなってきているのか、そこを伺いたいと。よろしくお

願いしたい。

○議長（中野 義信君） ちょっと全体的な答弁。髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 再三答弁させていただきますが、今、市内、社会経済活動の影響が大き

く出ておりまして、今、我々に与えられたのは、この影響をできるだけ減少するための支援策を

どう国・県の事業を補完する形で市が独自施策をどう打つか、こういう視点で今やってきており

ます。

今、事業者の実態というのは、エンドレスというか、ずっと日々、市民、事業者の皆さんの声

を聞いていかなくてはいけないという問題であると、こういうふうに捉えておりますし、また、

第２波、第３波ということで、やっぱり長期化も考えなくてはいけないということでいきますと、

議員御指摘のように、このうきは市内の事業者の影響というのは、日々日々確認をしていくもの

だと、こういう認識をしております。

そういう中で、指定管理者というか、コナミ―アリーナの話をちょっと付け加えさせてい

ただきたいと思います。生涯学習課長も答弁してますように、まだコナミと協議は一切しており

ません。したがって、皆さんの御意見をしっかり胸に抱いて交渉に臨みたいというふうに思って

ますし、組坂議員の御指摘のように、コナミ自身の企業努力といいますか、経済産業省への持続

化給付金をどのように取っているのか。あるいは、厚生労働省の雇用調整助成金をどのように取

っているのか。最大、どのように汗をかいて頑張っているかという話なんかもしっかり確保しな

くてはいけませんし、かつ、また、三月閉館しますと、電気代なんかはほとんどかかってないん

ですね。そういうのは、やはり補償するというか、協力金として対象にする必要性はないと。そ

ういうことで、ぎりぎり交渉をしてやっていきたいと、このように考えております。

昨日の一般質問でも答弁させていただきましたように、今、１,２００万近いお金を上げさせ

ていただいているのは、今、うきはアリーナの協定書を見ていただけば、議員の皆さん御承知か

もしれませんが、歳入と歳出とあるわけなんですが、歳入の構成は大きく２つです。１つは、市

からの指定管理料、もう一つは、コナミさん自身の自主事業の売上収入。あるいは、市民の皆さ

んが、いろいろプールを利用されるときにチケットを購入される、チケットの利用料金が、この

２つまとめたところが、休館とともに１円も入ってこないという構図の中で、指定管理料は協定

どおりお払いして、残された自主事業であったり、市民の皆さんの料金収入が途絶えているとこ

ろをマックスで１,２００万計上させていただいているということでありますので、ぜひとも、
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そこはしっかり、議員の皆さんの問題意識は十二分に分かりますので、そこを胸にたたき込みな

がら、担当課のほうで交渉させていただきたいと、このように思います。

そして、なぜ、全ての事業者の皆さんが苦しんでいるのに、ここだけ、こういう対応をするの

かという話を１つだけ申し上げますと、今、生涯学習課長も再三言ってますように、基本協定書

を見ますと、不可抗力発生時の対応ということで、甲と乙が協議するようになっているんですね。

しっかり、我々は逃げられないという、協定上逃げられないという構図になってます。そして、

それが３１条にうたわれているんですが、あと、４０条にですね、コナミなんですが、乙の指定

の取消しの申出という項目が４０条にあります。つまり、指定期間満了前に取消しをする、これ

は、乙、乙というか、コナミが次のいずれかに該当する場合は、指定管理者として取消し。それ

は、甲、つまり、うきは市がですね、本協定の内容を履行しないときには、その乙であるコナミ

が一方的に突き放して、もうやめますと、こういうことが言えるような状態なんです。万が一そ

うなりますと、うきはの健康づくりの大きな拠点であります、うきはアリーナが閉館という状態

になります。結局これは、やはり、コロナ対策にもつながるんですが、やっぱり健康維持という

のは十二分に必要な施策ですので、あそこを閉館に持っていくのはできないと。こういう施策目

的の中で、今回、補正予算を計上させていただいていることを御理解いただきたいと思います。

○議長（中野 義信君）

まず、ちょっと皆さんの意見を伺いながら、よく分からんよう

になってきました。

まず、１２ページですね。この臨時交付金が１億５,９４９万５,０００円、国庫補助金が入っ

ております。これは、どういう算定基準で、この額になったのか。その算定基準はですね、歳出

のほうで全部出ておりますけれども、このこちらの支出のほうの、歳出のほうの、申請をして、

この１億５,０００、臨時交付金の額が決まったのか。それをまず教えていただきたいと思いま

す。この臨時交付金の額が決まって申請をしたのか、申請をして、この額になったのか。そのど

っちかですね。それだけじゃなかろうとは思いますけれども、こういうのに使ってくださいとい

うお金も入っているだろうと思いますけれども、その辺を教えていただきたいと思います。

それと、先ほど、これは厚生文教委員会に付託でございますけれども、どうも市長と田篭市長

公室長の意見が、意見というか、話が違うごたるからですね、ここは、きちんと整理をしとかな

ければならないのかなと。田篭市長公室長は、よその指定管理は申請書も上がってきてませんと。

だから、この補助金もつけてませんと。ということは、アリーナからは、そういう要請があった

のかというふうに思ってました。ところが、市長の話は、今から協議しますと。そこがですね、

全然違うなというところで。だったら、申請がなくても、こちらから協議をするんであれば、指

定管理制度にしているところは、やはり、こちら側が何か要請をせんといかんとやなかろうかと
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いう気がいたしますので、その辺のすり合わせをお願いしたいと思います。

それと、もう一点は、１６ページですね。１３節の委託料。この中で、ＳＮＳアカウント委託

料３０万。この必要性は、７番議員の一般質問でも、今後の広報紙の在り方ということで、必要

性は理解をいたしますけれども、あれでしょう、ＬＩＮＥち言いよったですもんね。自分たちで

できるっちゃない。今、中学生でも自分でアカウント取って、自分でホームページをつくって、

そして、それをＬＩＮＥに一緒にするとかですね、結構簡単にできるんですよね。その委託料が

３０万も、どこに払うのか。自分たちでできないのか。それと、３０万、委託料で上がってます

から、委託をするんでしょうけれども、じゃあ、更新のときはどうするのか。その辺をまず１回、

伺いたいと思います。

○議長（中野 義信君） 田篭市長公室長。

○市長公室長（田篭 正規君） 指定管理の件で御質問をいただきました。

私の言葉がちょっと間違っておりました。指定管理につきましては、休業要請についてはやっ

ておるんですけど、指定管理者のほうからの補償等については一切まだ来ておりませんので、訂

正させてただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 交付金の打合せの話が一番先やったと。山崎企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） 企画財政課、山崎です。

地方創生臨時交付金関係の御質問です。後で歳入のほうでまた説明をしようかと思っておりま

したけども、この臨時交付金がですね、国のほうで、人口なり財政力指数なり、あと、コロナの

感染状況とかですね、そういったものを勘案して国のほうで算定をして、上限額として１億

５,９４９万５,０００円という配分を受けたわけです。これが第１次の配分で、またこの後、補

助事業等の第２次配分、さらに、今、国のほうで審議されております２次の補正予算でまた増額

のお話もあっておりますので、また金額は今後ちょっと変わってきますけども、そういったこと

で、今、約１億６,０００万の上限枠の配分を受けたところで、予算を編成をさせていただいた

ところでございます。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

通常、ＬＩＮＥというと、個人とか団体とかで文字

の情報のやり取りとか写真を添付してするやり方なんですが、ミニホームページみたいな感じで、

こういうバナーが幾つもあるんですよ。ホームページとか、ごみの出し方とか納税。こういうデ

ザインをするのにお金がかかるということでございます。市内の事業者でできる方に頼みたいな

と思っているところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。９番、上野議員。
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〇議員（９番 上野 恭子君） 大体、説明で理解はしておりますが、私がここで質問できるのは、

一番下のコロナ対策サテライトワーク支援事業補助金でございますが、あとは付託と思いますが、

この件です。

私どもの子供も随分何人もテレワークで仕事をしております。こちらに帰ってきて、仕事、何

でもされるというふうにしておりますので、非常にテレワークはいいなと思っているので、今、

コロナのこういう社会的ピンチな時期に、あるもの、うきはにあるものを生かしながら社会貢献

をし、そして、地元の活性化、ピンチをチャンスに変えるというようなことは非常に賛成な事業

だなと私も個人的には思っております。それで、非常に賛成したいと思いますので、担当課のほ

うで、しっかり福岡市へアピールをしていただいて、頑張っていただきたいと思います。よろし

くお願いをしておきます。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

うきは市の財産は、自然とか、うきはテロワールと

かいろいろあるんですが、そういう空き家とかも財産だし、空きオフィスも財産だし、一番は人

がいい、人情というか、そういういいとがあるので、全ての要素を誘致に深めていきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

〇議員（１０番 江藤 芳光君） 皆さんから、かなりの時間、皆さんも、ごもっともなお話、最

後は上野議員がもう、大賛成の話も出てきましたけどですね、この補正予算については、懇談会

か、全員協議会やったですかね、出てきたのは大きな４項目だけなんですよ。中小企業の家賃の

支援、プレミアム、それから、コロナに負けないまちづくり支援補助金、ドライブスルー。この

４つの説明を受けてですね、今回の補正予算書、そして、この内容は、聞かなければ、今日説明

がなければ、もう全員分からんで、今日初めて聞くことが結構入っているんですよね。そして、

こういう、皆さんも説明を聞いて、大方こういうことかという話になったんだと思いますが、結

論から言いまして、この予算を付託にしても通るような話じゃないと、聞きながら思います。

何でかというと、１つは、市長のあの説明も分かりますよ。皆さんの説明も分かるんだけど、

特に一生懸命なのは分かるんですけど、ただ、説明がね、市民の現実の思いになってないもん。

それと、もう一つは、タイミング。市長が言う３つのテーマがありますですよね。まず、感染

を今後防止。それと、経済対策。そして、コロナ禍後をどうするかと。

ただ、もう、うきは市は、たまたま、本当幸いに感染者がいませんからですね、市民のほうが、

もう終わったかのような雰囲気があります。果たして、これでいいのかなということでございま

してですね、今、前議長のほうからも国庫支出金の１億５,９４９万５,０００円の話もありまし
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たが、約２億の国庫が入ってますですよね。

たけど、私、生涯学習のことは質問できるんですけど、アリーナですね、結論からすると、協定

の３１条で、非常の際については云々、協議ということでしょう。それから、４０条は、もう一

方的に僕はできませんと、取消しと。そういう危機的なものも実態上あるのは分かるんですけど

しているからどうこうじゃない、まずは、きちっと調べて理論性を持たないと、よそがしちょる

かって比較論は、私はあんまり好きじゃありません。そういうものを調べずして、ただ協定があ

りきのような感じ、そして、アリーナの２５人の職員。なら、民間はどうなるんですか。そこの

魂が全然聞こえてこない。この議案を通すだけの思いしかないようにしか見えません、聞こえま

せん。もう少し真剣にやらないと。

それと、もう一つは、もう国が今、話があるように、第２次補正ですね、２兆円。だから、ア

リーナの件も話し合えば、次の段階のタイミングでいいんじゃないですか。テレワークも次のタ

イミングでいいんじゃないですか。今これをどうでも可決してほしいという話には、どう聞いて

も思えません。

そういうことでありましてですね、長々言うつもりはありませんけど、もう一回、執行部で話

し合って。付託前に。議長、それをぜひお願いします。でないと、このまましといても、委員会

になっても、がちゃがちゃになるだけですよ。

以上です。

○議長（中野 義信君） 答弁、髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 議員の御指摘は、しっかり受け止めさせていただきますが、大きく２つ

であります。

アリーナについては、一言で言いますと、予算的な裏付けがないと、しっかりした交渉ができ

ないということで、ぜひともですね、そこのところを御理解いただきたいということであります。

それから、テレワーク、サテライトオフィスについては、ぜひともですね、ちょっと我々の説

明が、なかなかうまく説明が行き届いてませんけれども、またしっかり委員会では、しっかり説

明をさせていただきますけれども、ぜひ御理解いただきたいのは、今、苦しんでおられる事業者

をどう救うかの視点で幅広い横軸を入れたですね、そういう施策を打って出ていると。こういう

ことだけは御理解をいただきたいと、こう思います。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

〇議員（１０番 江藤 芳光君） 市長の思いはそうかもしれません。でも、アリーナにしてもテ

レワークにしてもですね、今、必ずやるべきタイミングかというか、どうしてもあるんですよ。
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それよりも、生活困窮、医療従事者、介護、ここからはもう、生活に困っている人を今回の補正

は支援すべきであって、その次の大きな補正の段階でやるべきタイミングじゃないんですかとい

うことを言ってますから、思ってますからね、多分、私だけじゃないと思いますよ。それと、こ

のまま終わらせても、私、賛成できません。ですから、もう一回話し合って、急を要する、これ

は必ず、ここの予算にあれせないかんという。県南地区でも１か所、予算を組み替えしましたで

すよね。何か、それを思いながら思ったんですけど。とにかく、それしかないというならもう、

付託されて話し合うしかありません、議論をするしかありませんけど、よかったら、もう一回、

話合いを内部でしてみてください。その結果においてまた、付託をするのかどうかということに

なろうと思いますから、ひとつ御検討をお願いします。

○議長（中野 義信君） 答弁、髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 今回の補正予算（第３号）については、コロナ支援の第２弾であります。

私どもは、この２弾で終わりとは思ってません。先ほどから答弁させていただいていますように、

今後の第２波、第３波とか、いろんな長期化の可能性もありますし、順次、手を打っていかなく

てはいけないと、このように思っています。

そういう面では、第３波の対応については、昨日の一般質問もそうでございましたが、今、江

藤議員のほうから、改めて、その施策の在り方が本当に民意に即しているのかというような御指

摘をいただいていますので、そこは真摯に受け止めて、この第３弾の支援策はどうあるべきかに

ついては、いろいろ検討させていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

〇議員（１０番 江藤 芳光君） 論争をするつもりはありません。正直な思いを伝えてますから

ですね。だから、これ、このまま質疑を終えて付託されるにしても、もう一回、話合いをしてく

ださい。このままで、また持っても。それを議員に納得させてやるなら、このままやるぞという

ふうな気持ちにさせないかんから、このまま分散してやっても、同じ繰り返しのような気がしま

す。いま一度話合いを求めて終わります。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで２款１項の質疑を終わります。

ここで暫時休憩とさせていただきます。１時１５分より再開いたします。

午後０時00分休憩

午後１時15分再開

○議長（中野 義信君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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３款３項生活保護等対策費の説明を求めます。福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 福祉事務所、末次でございます。

補正予算書１８ページをお願いいたします。

３款３項１目生活保護等総務費、２０節扶助費、生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）

３３６万円の増額補正でございます。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、今年の

４月２日から、住居確保給付金の申請が、給与等の収入が減少し、住居を失うおそれがある方も

申請できるように支給対象者が拡大しました。このため、今後、申請の増加が見込まれるため、

補正をお願いするものでございます。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで３款３項の質疑を終わります。

次に、４款１項保健衛生費の説明を求めます。保健課長。

○保健課長（原 廣正君） 保健課でございます。

１９ページをお願いいたします。

４款１項保健衛生費、３目健康増進対策費、１１節需用費、消耗品費４３万６,０００円の増

額補正でございます。新型コロナウイルス感染症の予防、感染拡大防止のための防護用品として、

マスク、手指消毒用アルコール等の購入費用を計上いたしております。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。（発言する者あり）関連ということですね。

１１番、伊藤議員。

〇議員（１１番 伊藤 善康君） 今、マスクという言葉が出ましたので、この予算に直接関係あ

りませんが、いわゆるアベノマスク、あれですね、もう、ほとんど使わんけん、どこかで、何と

いうか、回収箱か何かを作ってくれんやろうかというとが、もう、１０人ぐらいおるとですよ。

寄附したいと。して、学校とか病院で使うてくれと。そいき、どこか集むるとこを何か所か作っ

てくれんやろうかと。いや、私も、その中の１人ばってんか、まだきれいにビニールに入ったま

ま保存しておりますので、どげんやろうか、その辺。

○議長（中野 義信君） 保健課長。

○保健課長（原 廣正君） 対応を検討させていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。
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〇議員（２番 組坂 公明君） この消耗品関係購入ということで、これを今後どのように使うの

かだけは教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 保健課長。

○保健課長（原 廣正君） 市のマスク、消毒液、備蓄が、２月ぐらいの時点でマスク９万枚程

度ございましたけれども、それから、中国のほうから御寄贈いただいた分もございましたけれど

も、この３か月、４か月で、かなり、学校、保育所、それから介護施設等に支給いたしましたの

で、現在１万枚程度しか残がございません。それから、１月末に通常備蓄用として発注をかけて

おりましたけれども、それはコロナが発生する以前の通常の単価で、１枚３円とか４円程度の料

金ですけれども、この分については、まだいまだに納入がございません。やはり今、単価が下が

ってはおりますけれども、以前のやっぱり１０倍程度、２０円とか３０円の値段はいたしますの

で、ただし、そういうふうに在庫が厳しくなっておりますので、今後、学校、保育所、学童、そ

ういったところに使うための分として、ある程度の枚数を確保しておきたいということで、今回

この予算を計上いたしております。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。

〇議員（２番 組坂 公明君） 分かりました。

それで、今回は備蓄用で購入すると。次の有事の際の備えということで認識しちょってよろし

いでしょうか。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで４款１項の質疑を終わります。

次に、６款２項林業費の説明を求めます。農林振興課長。

○農林振興課長（石井 太君） 農林振興課、石井でございます。

説明資料２０ページをお願いいたします。

６款２項２目林業振興費１６５万円の増額補正でございます。主なものは、１９節負担金、補

助及び交付金の木材利用促進助成事業費補助金、新築等の木材の補助でございますけれども、今

回は５件分、単価３０万円で１５０万円を補正するものでございます。なお、こちらにつきまし

ては、当初予算で２０件分、６００万の予算を御承認いただいておりますものの増額補正となり

ます。

現在、コロナ対策等で林業関係も非常に大きな減収になっております。こちらのほうで森林組

合からいただいた資料によりますと、丸太の単価で分かりやすく申し上げますと、１月と５月を

比べると、３０％以上の減額と。５月中旬からは、さらに価格が下がり始めて、取引がもう中止

をしていると。うきは市、それから日田市も同じですけれど、そういった状況がございます。そ
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ういった中で、地域木材の利用促進を市のほうでも図っていきたいという思いで補正をしたもの

でございます。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

増額補正で、これはありがたいことでございます。

その上の委託料で、地域材認定検査委託料、これは、この１５０万に対して１割ほどが認定検

査委託料に必要なのか。そこ、この１５万。どこに、どういう委託をどこにされるのか。

○議長（中野 義信君） 農林振興課長。

○農林振興課長（石井 太君） こちらの分につきましては、先ほどの５件のものに関する調査

委託になります。単価で３万円掛ける５件ということで１５万の計上になっております。申し訳

ありません。ちょっと、私が正式な委託先の名前をちょっと承知しておりませんので、後日、委

員会等で御報告をさせていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） お尋ねします。

１９節の補助金の件ですが、当初予算が組んであって、ちょっと先ほどの説明では、丸太の単

価が下がって大変厳しいということを言われ、そして、新築の物件５件分ということですが、こ

れは、このような需要の見通しがあるというふうに捉えてよろしいのでしょうか。

○議長（中野 義信君） 答弁、農林振興課長。

○農林振興課長（石井 太君） こちらにつきましては、昨年、一昨年と予算を満額消化をさせ

ていただいております。昨年度に至っては予算がなくなりましたので、その分については、でき

るだけ新年度にというふうな誘導もさせていただいた経過がございます。今年度につきましては、

現在まで６件の申請を受け付けて、１７３万の今、支出を行っております。例年、秋ぐらいには

予算が尽きてくるというふうな状況もございますが、今の時点で確実に来るというふうなものを

つかんでいるわけではございません。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで６款２項の質疑を終わります。

次に、７款１項商工費の説明を求めます。うきはブランド推進課長。

２１ページをお開き願います。

７款１項２目商工業振興費、１９節負担金、補助及び交付金で３,２５０万でございます。内
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容は、臨時経済対策商品券発行事業費補助金で、当初予算に２,０００万予算措置しておりまし

たが、今回、福岡県が、プレミアム率を２０％以上にすれば、県が１０％を補助するという流れ

になりました関係で、うきは市としても、コロナの終息、ウイズコロナの対策として、紙ベース

の商品券を２億５,０００万円、電子を１億円、合計３億５,０００万円、その県が１０％、

３,５００万円を負担し、残りの５,２５０万、今回補正する３,２５０万で２５％を予定してい

るところでございます。

７款１項３目の観光費、委託料２０万円です。学生観光情報発信業務委託料ということで、う

きは市内の唯一の浮羽究真館高等学校との域学連携事業で地域学習を深められているんですが、

その域学連携の中で、コロナの広報活動、コロナの影響を受けた飲食店とかに対して広報活動を

支援する事業をしていただくようになり、福井県の鯖江市のＪＫ課という―ＪＫは女子高校

生という、ＪＫ課という事業がありますが、それを見習って、若い高校生の意見と活動力を生か

して、コロナの影響を受けた飲食店等の広報活動をしたいと思っております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） ２目と３目について、それぞれお尋ねいたします。

２目のプレミアム商品券は、いつ頃発行されて、いつ頃までの利用期間なのか。そして、１人

当たり幾らまでなのか。その辺の情報をお願いいたします。

２点目は、観光費のほうですが、先ほど、浮羽究真館高校の学生さんにコロナの云々かんぬん

言われましたけど、学校現場からすれば、もう、授業時数の確保が第一で、もちろん、いろんな

活動をしてほしいというのは分かるんですけども、大変失礼な言い方ですが、小・中・高生の学

生、若者に対する補助は全然なくて、こういうとこに２０万とか使うのは私の理解が及ばないと

こですけれども、これを絶対しなければいけない理由を教えてください。

以上です。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

発行時期と、いつまでかと、１人幾らまでかという

ことなんですが、例年ですと、４月に取り組みまして７月に発行しておりましたが、今回は６月

に、今、県からの問合せが、照会が来ておりますので、時期に対しては、ちょっとまだ―今

回は紙ベースと電子もありますので、時期につきましては、まだ、いつ頃というのが発表できな

い状況でございます。

あと、有効期限につきましては、年度内ですけども、お金の交換時期とかございます、県の規

定もございますので、それを見比べて、例年どおりのような対応を年度内のいつ時点かの対応と
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いうことになると思います。

１人幾らまでというのは、これも県の要綱とかに沿ってやりますが、例年ですと１人１０万円

で、売れ残った場合に、また追加販売とか、いろんなやり方があると思います。それも県の規定

に併せてやりたいと思っております。

以上です。

学校現場は、授業数の確保とかで忙しい中に、この事業が緊急性はあるのかという御質問です

が、この件につきましては、浮羽究真館高等学校が、域学連携ということで、「うきは学」とい

う地域の学習を例年やっております。その中で、高校としても、実のあるもの、もっと学習の効

果が上がるものということで、いろいろ協議した結果、コロナ対策もつながるような広報活動を

やっていくのがいいという、高校との、あと、観光公社との協議の中で生まれた企画でございま

す。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） １点目は、商品券の件ですけれども、来るのでしょうけれども、

実際、１０万円とか追加の１０万円を購入される方は、いわゆる２０万程度の余裕資金がある方

だと思われます。国の政策に乗っかるしかないのかなと思いますけども、一般財源も

３,２５０万も使われるなら、本当に生活困窮家庭に直接配ったほうがいいような気もいたしま

すが、そのようなことは検討されたのかどうかお尋ねいたします。

２点目は、今回、コロナのことでということですが、じゃあ、この事業はまた次年度もやられ

る予定なのか。やろうとすれば、その財源は、どこから持ってこようと考えてあるのか、お尋ね

いたします。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

臨時経済対策商品券は、福岡県の事業に基づきまし

て、福岡県が１０％出すということで、商工会とか、いろんな方々と協議した結果、２５％とい

うことになっております。

直接配るとかいうのは、また別な、国がやっております特別定額給付金とかいう制度になると

思いますので、お金を直接配るという、そういう検討は、基本的には国がするものだと考えてお

るところでございます。

それと、来年度以降はどうするのかということですが、域学連携自体は、浮羽究真館高校はや

っておりますので、あとは事業の進捗状況を見ながら、私たちは、ちょっと何年先までという保

証はできませんので、予算要求はしてまいりたいと思っておるところでございます。続けたいと

いうことで思っておるところでございます。
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以上です。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） 最後のほうは財源を言っていただかなかったので、お願いしたい

んですが。

もう一つ、じゃあ、商品券で、紙ベースは２億５,０００万、電子申請は１億円ということで

すから、電子申請ができない方、あるいは、しきらない方を含めてですね、ついては、紙ベース

と違うことになると、やはり公平性ということから言えば、問題があるような気が致しますが、

その点は、その公平性はいかに担保されるのか、お尋ねいたします。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

財源につきましては、地方創生の予算とかを捻出し

ながらやりたいと思っておりますが、鯖江市とかも同様に、地方創生の予算を組み合わせたり、

国の補助金が取れれば、取り合わせて１３０万程度の予算を組んでいるようですけども、うきは

市としても、事業の進捗状況を見ながらやっていきたいと思っております。

それと、公平性ということで、紙の商品券が２億５,０００万で電子が１億ですが、これのや

り方につきましては、まだ商工会で決めているわけではありませんので、できるだけ公平になる

ような形でやっていきたいと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君）

今、説明がありましたけれども、今までは、購入が１人１０万

と。家族が５人、６人おっても限度額が３０万というふうに決まっております。こういうのは、

県の規定で決まっとったんですか。今の答弁では、そういうことになるかなと。だけん、ああ、

なるほどと思ったんですけれども、それが今までも県の規定で決まっておったのか。商工会独自

の判断でされてあったのではないのか。その辺を聞かせていただきたいと思います。

それと、２億５,０００万が紙ベースと、１億が電子と。この電子、まだ今のところ何も決ま

ってないということでございますけれども、マイナンバーカードで、オンライン申請で、かなり

ごたつきがありました。ですから、この電子申請が、どういう形になるのか全くイメージが湧か

ないんですけれども、その辺を教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

すみません。先ほどの、県の規定に準じてやります

というのは、県としては、できるだけ公平に広くとか、そういうような規定でございますので、

それに基づいて商工会が県と打合せをしながら、これでいいですかという感じですので、絶対

１０万円でないといけないということはございません、はい。あと、近隣の商工会とも連絡を取
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ってやっておりますので。

それと、１億円の電子マネーの関係ですけども、これは、県からキャッシュレスの取組をやっ

てみませんかということで、うきは市に御相談があって、それに対して、商工会も取り組みまし

ょうということで手を挙げた分でございますので、そのシステムにつきましては、県からシステ

ムとかは示されるものだと思っておりますし、やはり、こういうスマホでできるような形になる

と思いますので、重々その件につきましては、初めての取組ですので、慎重に協議しながらやり

たいと思っております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君）

１億円の電子、県のほうからの協議ということでございます。

だから、電子マネーだから、ａｕ ＰａｙとかＰａｙＰａｙとか、いろんなのがあるんですね。

だけん、その辺が、じゃあ、いつ頃その辺がはっきりするのか。そして、皆様に知らせるのがい

つ頃なのか。ある程度、年度末までには発行期限、期日は明確でありましたので、じゃあ、発行

するのは、４月に準備に取りかかったら、いつもやったら７月と。５、６、３か月。じゃあ、

６月ですから、７、８、９、９月ぐらいにはできるのではないかと。通常であればですね。その

辺だったらもう、やっぱり１か月ぐらい前には周知を図らんとですね、何か、また独り歩きして、

また混乱をするのではないかと、そういう心配もいたしますので、その辺、周知をするときには、

みんなが分かるようなですね、そういう文章でしていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

いろんなＰａｙＰａｙの関係がありますが、今の私

たちに示されているのは、福岡県が宗像市でやった取組で、筑邦銀行とかが開発したシステムを

提示されているところでございますが、ちょっと詳しい内容につきましては、事業進捗に応じて

報告させていただきたいと思いますが、あと、周知につきましては、私も含めてなんですけれど

も、なかなか電子マネーとクレジットカードは全く違う組織だし、マイナンバーカードとかも、

いろんなのありますので、混同されないように、きちんと商工会と打合せをしてやっていきたい

と思います。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ようございますか。３番、野鶴議員。

〇議員（３番 野鶴 修君） ３番です。

今の電子マネーの関係で出ました。私も、そこをちょっと一番危惧しているんですけど、うき

は市内の業者のほうが電子マネーを今、使える場所が少ないと。非常に少ないという気がします。

今、出ましたように、ＬＩＮＥ ＰａｙとかＰａｙＰａｙとか、いろんな、今、電子マネーで使
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えるようになってますけど、逆に、うきは市内のほうの業者のほうが、それに対応できないので

はないかなと、そういう気がしておりますので、どんなふうな電子マネーのやり方になるのかな

というのは今後協議するということですけど、十分そこは、使える業者が多いというような体制

も併せて一緒にですね、やってもらいたいと、そんなふうな気がしております。

それと、３目のほうの関係です。鯖江市のＪＫ課ということを利用して、浮羽究真館高校とす

るということで、非常にいいことだと思っております。先ほど、４番議員が言いましたように、

学習の邪魔にならない程度で、十分こういった地元密着型でやるというのは非常にいいことだと

思いますので、これについてはですね、今後とも継続してやれるような、やっぱりそういった体

制づくりというか、やっぱりそういった事業の内容、そういったものを十分考えてやっていただ

きたいというふうに思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

電子マネーにつきましては、はっきりした数字じゃ

ございませんが、市内でも１００店舗は十分に、ガソリンスタンド、飲食店とか、電子マネーを

使えるところはございます。ただ、それだけではキャッシュレスは進まないので、商工会として

も、いろいろなそういう電子マネーの勉強会とかもやっておりますので、商工会とも十分打合せ

をしながら、キャッシュレスが普及できよう、努力してまいりたいと思います。

あと、地元密着型の高校ということで、学校としても、自分たちがただ勉強するだけじゃなく

て、もっと実効的な勉強がしたいという要望もありますので、当然、私たちとしては、継続をし

ていきたいと思っておりますが、鯖江市みたいに職員を配置して、何百万というお金をつけられ

るかどうかというのは、ちょっと難しいので、その状況に応じながら協議してまいりたいと思い

ます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君）

３回目。

どうも、ちょっと分からんところがあるんですけれども、この電子マネー、あくまでも臨時経

済対策商品券の発行ですので、これは地元の商店に落つるのが基本ですよね。電子マネーになる

と、どういうシステムかは分かりませんけれども、市外でも買えるんじゃなかろうか、そういう

心配もしますけれども、市内だけで落とせるようなシステムにするんでしょうけれども、そうい

うことができるのか。そこが、ちょっと不安をしているところでございますので、あくまでも市

内で消費すると。これが基本ですので、その辺も、しっかり加味してから、そういうものをつく

っていただきたいと。そこは大丈夫。
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○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

電子マネーについて、マイナポイントとかいうのは、

どこでも使えるんですけども、今回の分は、筑邦銀行とかが開発した、ある一定地域で、ただ、

購入はどこからでもできるというようなシステムで、商品券の紙媒体の電子化ということを進め

ていくということで御理解のほどをお願いいたします。

○議長（中野 義信君） ９番、上野議員。

〇議員（９番 上野 恭子君） １つ、お尋ねします。

この電子マネーは、県内、うきは市だけのお試しでございますか。

それと、この県の発行のやり方、予約制とか、コロナもありますので、何か、そういうのも加

味して発売方法を考えていただくというようなこともお願いしたいと思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

県にお尋ねしたところ、県内では、うきは市に、お

声が掛かっているというふうに聞いておるところでございます。ただ、それ以降に、どこか手を

挙げているかどうかは、ちょっとはっきり分かりませんが、当初は、うちだけということでござ

いました。

それと、あと、販売につきましては、これまでの何十年かの経験がございますので、予約制を

中心に、混乱のないように、熱中症にならないように配慮してまいりたいと思っております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで７款１項の質疑を終わります。

次に、９款１項消防費の説明を求めます。市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） ２２ページをお願いします。

９款１項２目非常備消防費として５５３万３０００円を減額補正するものです。これは、福岡

県消防操法大会が中止となったためです。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで９款１項の質疑を終わります。

次に、１０款２項小学校費及び１０款３項中学校費については、関連がありますので、一括し

て説明を求めます。学校教育課長。



- 230 -

○学校教育課長（瀧内 教道君） 学校教育課、瀧内でございます。

２３ページ並びに２４ページの御説明でございます。一括して説明をさせていただきます。

国のほうで進める、いわゆるＧＩＧＡスクール構想に係る予算につきましては、３月議会で補

正予算をお認めいただき、全額を繰越ししているところでございますが、このたび、新型コロナ

ウイルス感染が発生したことにより、令和５年度までとされておりました、児童・生徒１人１台

の端末整備が令和２年度に前倒しをされましたので、端末の不足数、小学校で７６５台、中学校

で４３６台、計１,２０１台の購入費と設定費及び保守点検委託料の増額補正をお願いするもの

でございます。小学校費で４,７５８万円、中学校費で２,６６４万円、計の７,４２２万円とい

うことになります。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

〇議員（１０番 江藤 芳光君） ＧＩＧＡスクール構想について、ちょっと方針といいますかね、

考え方を教育長に。よろしゅうございますか。

今、瀧内課長のほうからも、ちょっと個人的にも聞いておりましたけど、このＧＩＧＡスクー

ルの非常に先行的なですね、整備というのは、非常に私も期待をされるし、ぜひ今後、さらに先

行的に進めていただきたいと思っております。

今、御承知のとおりに、コロナ禍後の―じゃあ、コロナによって、こういうものが大変加

速をしたということが報道で、ほぼ毎日のように出てきております。それで、この一般質問の中

で、テレワークのですね、検討協議も始めるという教育長の答弁もあったことを記憶をしており

ますが、これはこれで進めていって、ぜひ子供のこういうＩＣＴ教育というもの。今年から、小

学校が、いわゆるプログラミング教育がスタートですよね。ぜひお願いしたいと思います。それ

によって、この効果の１つで、ちょっと新聞を持ってきているんですけど、いじめなり、不登校

なり、障害のある方なり、様々、このコロナによって教育の変化も大きく起こってくると思うん

ですよね。そうなると、テレワーク的な、とにかくパソコンとＷｉ－Ｆｉがあれば、ネットでそ

ういうものができるという時代でもありますから、子供を健全に育てていく上に、ぜひ、こうい

う弱者の皆さん、そういう者の救済して効果のある方式をですね、ぜひ、その中で、しっかり活

用を工夫をしていただいて、また必要なものはですね、要求して、落ちこぼれがないような体制

の構築を願いたいという私の思いでもありますので、そういうことについて御答弁いただければ

と思うんですが、よろしくお願いします。

○議長（中野 義信君） 教育長、答弁をお願いします。

○教育長（麻生 秀喜君） タブレットを活用した教育につきましては、うきは市におきましては、
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平成２６年度から計画的に取り組ませていただきました。その１つの集大成としまして、昨年度、

千年小学校のほうで発表させていただいております。また、その研究成果を継続しておりまして、

議員御指摘のプログラミング学習につきましては、本年度から全ての小学校で実施するというこ

とでやっております。

また、このスタート時に私どもが懸念したことというのは、このタブレットを使った学習とい

うのは、まず、小学校の高学年から上はいいのかなと。しかし、小学校１年生、２年生、あるい

は特別な支援を要する子供たちにはですね、どうだろうかなという懸念はございました。実際や

り始めましたら、その懸念は全くございませんでした。特に特別支援に関わる教育についてはで

すね、映像で出すタブレット、これも非常に効果があるということで、今、大いに活用をさせて

いただいているところでございます。

そういった経過とともにですね、これからの教育という意味でお尋ねがございました。

今、国が言っているＧＩＧＡスクール構想の１つの言葉でございますが、令和時代のスタン

ダードとしての１人１台端末実現と。要するに、この１人、子供たち一人一人がタブレットを持

つということは、これはもうスタンダードなんだと。標準なんだと。こういう教育が今後展開さ

れていくと。まさしく、そのことを今回の新型コロナウイルス感染症でですね、いわゆる学校が

臨時休校をすることに伴い、先ほど、議員御指摘はオンライン学習かと思います。そのオンライ

ン学習等が求められておるところでございます。

今、うきは市におきましては、議会一般質問の中でも申し上げましたが、臨時休校期間を利用

しまして、新しく、うきは市にお見えになりました先生方を対象にしたタブレットの研修会を既

に終わっております。それから、全ての職員を対象にしまして、小・中学校全てで、いわゆるオ

ンライン学習の研修、これも終わっております。そういうことをやりながら、今、オンライン学

習プロジェクトチームを発足させておりまして、既に１回会合を終えております。構成は、学校

教育課、市の教育センター、校長代表１名、教頭代表１名と、全ての小学校からお一人参加いた

だいております。

今、効果のある動画、この作成を手がけております。というのが、今回、インターネット教材

等を御紹介した中で、例えば１５分通しでの動画というのなんかがございました。これは、実際、

子供たちに感想を聞きますと、やっぱり最初で飽きたというのもございました。その辺りを工夫

して動画配信ができないかなということで、今、その作業に入っております。今月２回、またこ

のプロジェクトチームをしていきます。ここで動画の作り方というのを学校代表の先生方に学ん

でいただきまして、そして、各学校で動画の作成を１つには進めていきたいと。こういうのを今、

取り組んでおります。

今後、恐らく国や県もですね、こういったことに関して、いろいろ情報提供があるかと思いま
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すので、そういったものを取り入れながら、子供たち、一人一人の子供にとってですね、最適の

学び、個別最適化を実現したいと。そういうことで頑張っていきたいと思っております。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

〇議員（１０番 江藤 芳光君） ありがとうございました。分かりやすい見解を述べていただき

ました。

そこで、今の話を教育現場の先生方にした場合に、ちょっと新聞を読んで、これを切り抜いて

持ってきたんですけど、ちょっと先々というのは、もうかなり身近に来ているというのは、今、

竹永議員が働き方改革を一生懸命、先生方を思ってからやって発言をされております。ここで書

かれているのは、もう、動画に、優秀な先生の講義をそれで届けるようなものに、世界で有名な

人のあれをどんどん配信して、ある意味では、子供たちは先生との触れ合い、お互いのコミュニ

ティー、生きる力を含めて、それは一番大事なことでもありますけど、学習によると、そういう

優れた動画を通じて教育も成り立つようなことも、はっきり書いているんですよね。そういうこ

ともありますので、そういうことについては、今からどう変わっていくか分かりませんけど、そ

の辺も、ちょっと協議の中でですね、どういうふうなものが生まれて話に出てくるか、ぜひ、そ

の結果において、議会のほうにも報告をいただきたいというふうに思っているところでございま

す。

ちょっと具体的に、これは課長のほうにお答えいただきたいんですが、さっき言いました、弱

者、子供さんがいらっしゃいますですよね。いじめの問題とか、もう、不登校。今は、１人が一

人一人のパソコンをですね、１人１台になるんですが、あと、不登校の方とか、そういう方々の

特別支援的なものについては、やはり家にＷｉ－Ｆｉがセットされてパソコンを置かなければな

らないという、ちょっと具体的ですけども、そういうことについては、どういう方向性をお考え

になるのか。ぜひお尋ねをしておきたいと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） 教育長、答弁をお願いします。

○教育長（麻生 秀喜君） 大きな方向性でございますので、私のほうから現在の考えを申し上げ

たいというふうに思います。

御家庭のほうの状況を言いますと、そういった環境がまだ設定されていないという御家庭、う

きは市内で大体１割強でございます。そういう状況を考えてみますと、例えば１人１台のタブレ

ットが実現したら、セキュリティーの問題はありますけども、そのタブレットそのものを家に持

って帰ることは可能だろうと。しかし、そこに環境がないということになりますと、いわゆる、

例えばオンライン学習が使えないということになります。

この辺りについては、今、全国いろんなやり方があっておりますけども、うきは市としては、
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オンラインの環境がない子供さん、あるいは、特別な支援、要するに、そばに先生がついておか

ないと、なかなかタブレットを扱えないお子さん等もいらっしゃいます。そういう方は、今回の

コロナの臨時休校期間中もそうでございましたけど、御家庭の事情によって、学校に子供さんを

お預かりいたしました。ですから、そういう環境のないお子さんにつきましては、学校のほうで

お預かりをして、配信のオンラインを、ある子供さんは御家庭の環境の中で受けていただく。そ

の環境がないお子さんは、学校の中で受けていただく。そういう細やかな指導をしてまいりたい

と考えております。

○議長（中野 義信君） ほかに。７番、熊懐議員。

〇議員（７番 熊懐 和明君） これ、要望として聞いてもらいたいんですけど。

私ちょっと親御さんから聞いて、これは大変、子供も楽しみにして、覚えるのが早いというこ

とは聞きました。そこで言ったのが、先生方が研修、勉強されていると聞きましたけど、ある程

度同じくらいのレベルで先生方がなってもらわないと、教えるのに、ばらばらでは、これ、大変

だろうと。そこのところをちょっと危惧していましたのでね、そこんにきをちょっと力入れてい

ただきたいと思って、要望としてお願いします。

○議長（中野 義信君） 教育長、答弁。

○教育長（麻生 秀喜君） 今、申し上げましたように、新しくお見えになった先生、あるいは、

他の地域で全く経験のない先生等もいらっしゃっております。先ほど申したような研修もやって

おります。今、先生方、一生懸命頑張っていただいております。そういう議員の御要望について

は、お応えしてまいりたいと考えております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１０款２項及び１０款３項の質疑を終わり

ます。

次に、１４款予備費及び歳入については、一括して企画財政課長の説明を求めます。企画財政

課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） それでは、予算書の２５ページをお開きください。

予備費でございます。１４款１項１目予備費２万８,０００円の増額でございます。歳入歳出

の調整によるものでございます。

続きまして、歳入です。

１１ページをお開きください。ちょっとお戻りをお願いいたします。

１５款１項１目、生活困窮者自立相談支援事業費等負担金２５２万円の歳入でございます。国

庫負担金ということでございます。この分は、歳出予算、３款３項１目、生活困窮者自立支援事
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業に対する負担金となります。

続きまして、１２ページを御覧ください。

まず、１５款２項１目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億５,９４９万

５,０００円となります。この分は、２款１項１７目、先ほど審議いただきました、新型コロナ

ウイルス感染症対策費、この分として１億５,３０９万５,０００円、それから、１０款２項２目、

小学校の教育振興費３１６万１,０００円、１０款３項２目、中学校教育振興費３２３万

９,０００円、合わせて６４０万ですけども、これは４月２４日の専決補正の就学援助分の補助

金となります。

それから、１５款２項６目でございます。２節の小学校費の分ですが２,２９９万５,０００円。

その下、３節中学校費補助金１,４７１万５,０００円。先ほど説明のありました、１０款２項

２目並びに１０款３項２目のＧＩＧＡスクール関係の補助金となります。

次に、１３ページでございます。

１８款１項２目指定寄附金５００万です。先ほど、２款１項７目で説明しました、財政調整基

金費の地域振興基金に振り分ける寄附金のものでございます。

続きまして、１４ページ。

１９款１項１目財政調整基金繰入金２,５００万の減でございます。このことによりまして、

当初予算から通算しまして５億９,９１０万円が通算の繰入れとなります。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、組坂議員。

〇議員（２番 組坂 公明君） １点、教えていただきたいと思います。

先ほど、１２ページの総務費、国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金が１億５,９４９万５,０００円。その内訳が、今３つ言われたんですけど、コロナ対策費と学

校の２つということで。コロナ対策費で１億５,３９５万、国のほうからのと、これが入ってき

ているんだろうと思うんですけど、一般財源が８,１７４万マイナスになっている、このマイナ

スが、どこがマイナスになっているとこが、ちょっと、そこの説明をちょっとしていただきたい

と思いましてですね。よく理解できないんですけどですね。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） これ、４月の専決の予算書と、ちょっと見ていただくのが一番

分かりやすいんですけども、４月２４日の専決のときに１億１,７７０万円の一般財源を入れて

おります。その分と今回の分を差引きしますと３,５９６万となります。４月２４日が１億

１,７７０万、今回が８,１７４万のマイナスで、プラマイしますと３,５９６万が一般財源とい
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うことになります。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。

〇議員（２番 組坂 公明君） いまいち理解してないんですけど、その専決、この前、専決され

た分のところに充てた分が、この８,１７４万ということで認識すればよろしいんですかね。そ

うすれば、一番最初に緊急支援策で１億２,４１０万やったですかね、あれを、財政調整基金を

崩してという。結果的には、１億２,４００万の財政調整基金は崩したが、８,１７４万は国のほ

うから、その分は入ってきたち認識すればいいんですか。そこが、ちょっとよく理解ができない

という。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） ４月の専決の分が、２款１項１７目が１億１,７７０万と、あ

と、先ほど説明した１０款の分が合わせて６４０万あります。この分を当初は全額一般財源、財

政調整基金を取り崩して、一般財源ということでしておりましたけども、今回、コロナ対応の地

方創生臨時交付金が入ってきましたので、その分が入ってきた関係で差引きをして、一般財源が

結果的に８,１７４万減額できるようになったということでございます。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。

〇議員（２番 組坂 公明君） 頭の中でちょっと理解ができておりませんので、何か、何ですか

ね、資料というか、ここのとこは、こういったんですよというのがありましたなら、それを頂き

たいと思います。収入支出は、最終的にはプラマイ・ゼロになるとやろうからですね、そこが、

前の補正予算との絡みやらというのが、ちょっとよく理解できておりませんので、そういったの

が分かる資料があれば頂きたいと思います。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） すみません。ちょっと私の説明も、なかなかつたないものがあ

りまして申し訳ありません。資料を後で準備したいと思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。５番、岩淵議員。

〇議員（５番 岩淵 和明君） すみません。今、２番議員からの質問と同じようなことになるか

もしれませんけど、改めて２,５００万円戻すという関係になるということで、実質的には

９,９１０万ということで、累計で３回報告がありましたが５億９,９１０万ということになるか

と思います。

それで、実は今回の提案の中で、家賃補助ということで３,２００万計上されていた分も改め

てあったと思います。今、政府は、第２次補正予算を審議しているところでありまして、この中

に家賃支援給付金というのも実を言うとありまして、そういう意味では、先行した形での予算に
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なっているというふうに理解しております。そういう点では、財政調整基金の使い方について、

改めて、このコロナ禍の中で、どういう財政支出の考え方を取っておられるか。当初予算の５億

そのものも含めてですけれども、使い方について、今回のコロナ禍の中で、今後どういう財政計

画を組んでいくのかということを１つお尋ねしたいというのが１点目です。財政調整基金の使い

方について、どういう考え方があるか、お尋ねをしたいといったところです。

それから、地方創生臨時交付金について伺いますけれども、その使い方について伺います。こ

れは、要綱が国から示されておりますので、それに基づいて申請していくという関係だろうとは

思いますけれども、当初予算の中でも、例えばですね、中小企業の貸付利子補給制度というのが

ありましたですね。うきはブランド推進課の管内になるかと思いますけど。実は、これは、以前

に借りたお金の利子補給をうきは市が行っているという制度で、実は、この営業との関係も含め

てです、営業の低下というか、の中で、これ自体が非常に苦しくなっているのではないかという

ふうに、ちょっと想定しているんですね。そういう意味では、従来の予算計画で出されていた、

いろんな支援の中の一つ一つをやっぱり、ちゃんときちんと点検して必要な策を講じていかない

と、地方創生臨時交付金の有効活用というか、さっきは、いろいろ、いろんな議員、ほかの議員

からたくさん出ておりましたけれど、改めて、その辺のところを考えていく必要があるのではな

いかというふうに思っております。改めて、財政歳入のところと歳出のところのコントロールを

どうしていくかといったところで、やっぱり歳入に係るところで、どうやって見ていくかといっ

たところが歳出を決めていくわけなので、支援によってできること、できないことをきちんと分

けて方針化してほしいという、これは、ある意味では要望になりますけど、お願いをしたいとい

うふうに思ってます。

以上、２点です。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） ２点御質問をいただきました。

まず、財政調整基金の使い方といいますか、考え方ということでございます。当初５億で想定

をしておりましたけども、新型コロナの影響がありまして、緊急性もあって、最初は一般財源で

もということで１億２,４１０万、全額これから支出、取崩しをして一般財源化してきたわけで

す。

今回、補助金がつきまして２,５００万少なく済むようになりましたけども、今後もですね、

国・県の事業を有効に活用しながら、できる限り、財政調整基金、今、うきは市は結構、基金の

残高は持ってはいるんですけれども、これまでずっと積み上げてきた、いろいろ行政改革等で、

いろいろ積み上げてきた大事な基金でございますので、極力基金を減らさないようにやっていき

たいと思います。ただ、コロナの第２波、第３波とかで、また行く中で、政策的にやっていかな
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ければいけない部分もあるかもしれませんけども、基本的には極力、国・県の事業を使って、こ

れを極力、財政調整基金を減らさないという考えでいきたいと考えております。

それから、地方創生臨時交付金の有効活用ということでございます。これ、かなりですね、間

口の広い補助金といいますか、交付金になっておりますけども、そういう中で、いかに市民の方

にうまく支援ができるのかということを考えながらやっていきたいと思っております。今後また

追加のお話もありますので、できる限り、うきは市にとって有利なように運営をしていきたいと

考えております。

○議長（中野 義信君） ５番、岩淵議員。

〇議員（５番 岩淵 和明君） すみません。お答えいただいてありがとうございます。

改めて、まだ、今回だけじゃなくて、今後も引き続きあると思うので。財政規律との関係で、

財政調整基金を取り崩していくというだけの問題じゃなくてですね、実態をつかんで有効に活用

して、戻していくなら戻していくという、財政規律をきちんと守っていただきたいということと。

さっきも言いましたけども、うきは市内のいろんな実情をもう少し具体的に把握できたらいい

のかなというのが私の感想です。先ほど言いましたけれども、貸付利子の補給の問題でも、対象

となる方々の事業が、今、一体どうなっているのか。その方々が持続化給付金をどのように受け

取られているのかといったところの問題も含め、それから、先ほど言いましたけども、マスクだ

けじゃなくてフェイスのところだとか、いろんな関係が出てくるだろうと。その関係が、やはり

学校やら保育園やらとかといったところの問題もあるだろうと思うんですね。そういった施策で、

もう一回練っていただければありがたいと思いますので、これは要望としてだけ―お答えは

いただきませんで結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） １３ページの指定寄附金で５００万の補正が上がっておりますが、

この総務費寄附金は、どこから来たのか。今回１回だけなのかを含めて、説明をお願いいたしま

す。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） この分は、コロナの対策に使ってほしいということで、一般の

方から寄附を頂いております。その分が５００万ということでございます。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） 大変ありがたい話ですが、これは、お名前とか、企業かも分かり

ませんが、そういう情報は公開しないでください、使い道は、ともかくコロナであれば何でも構

いませんということなのか、それとも、ちょっと新聞、きちんと毎日隅々まで読んでいるわけで
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はありませんけども、もう公表があっているものか、お尋ねいたします。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） この寄附の方については、コロナのほうの対策に使ってほしい

ということで、ただ、あんまり大っぴらにというか、本人の希望でですね、あんまり公表はして

ほしくないというようなことでございましたので、本人の了解が取れればですね、何らかの方法

で公表していきたいと思っておりますが、現時点では、そういうことでございます。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

〇議員（４番 竹永 茂美君） そしたら、私たち議員は、これについては、一般の有志の方から

寄附がありましたと。お名前は今のところ明らかにできませんという情報の発信ぐらいまでやっ

たらオーケーということでよろしいですか。それとも、もう全く駄目なのか。中間点があれば教

えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） 御本人さんとの調整がつけばですね、公表ができるような状態

になりますので、ちょっと、お時間をいただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 予算に計上させていただいておりますので、寄附があったというこ

とはもう事実でございます。ただ、お名前については、本人さんの希望によって明らかにはして

いないということでお願いしたいと思います。

○議長（中野 義信君）

先ほど言った、地方創生臨時交付金ですね、これの算定根拠が

人口割と何とかかんとかで分かりませんでしたけれども、その辺が詳しく分かれば教えていただ

きたいと思います。

また今度の、今、国会で審議されております。今度は３兆円規模とか言っておりますので、そ

れも単純計算で配分があるのかなと期待はしておるところでございます。

それと、この地方創生臨時交付金は、こういうものに使ってくださいという、恐らく、そうい

う何か総務省のほうから資料が来ているんだろうと思いますけれども、それを見せていただけれ

ばありがたいと。それが、資料提出ができるかどうかですね。

それと、今言われてた寄附金、これは、市内の方なのか市外の方なのか。今、話を聞けば、市

内の方かなという感じはしますけれども、そのくらいだったら大丈夫かな。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） まず、地方創生臨時交付金の関係ですけども、先ほど言いまし

たように、人口とか財政力指数とかで国のほうがはじいているので、うちのほうの試算とは、そ
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れよりかちょっと多めに来ているので、恐らく福岡県が最初に緊急事態宣言の指定になりました

ので、配分が手厚く来たのかなという感じがしております。

それから、使い道のパンフレットでよろしければ準備したいと思いますが。

それから、寄附金の関係ですけども、お伝えできるのは、うきは市出身の方ということで、そ

こまでで、ちょっと御了解をお願いいたします。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで予備費及び歳入の質疑を終わります。

これで議案第３６号の質疑を終わります。

ここで、都市計画準備課長より発言の申出があっておりますので、これを許可します。課長、

どうぞ。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 都市計画準備課でございます。

議案第３７号、旧姫治小学校の無償貸付けについて、御質問をいただいておりました件につい

て御回答します。

まず、竹永議員から、姫治小の固定資産税相当額が幾らかという質問でございますけれども、

現在、当土地につきましては、うきは市が所有しており、非課税となっているので、具体的に算

出しておりませんので、金額については分からないという回答になります。

それと、文部科学省の補助金の額ですけれども、過去の累計として、合計で７,１０５万

７,０００円が過去の補助金としていただいているものでございます。

れども、土地・建物とも不動産鑑定に出しておりませんので、結果、算出しておりませんので、

金額については不明ということでございます。また、その場合、売却した場合に補助金の返還が

幾らになるのかということにつきましては、その譲渡金額、いわゆる売却金額等が算出の過程で

影響します。要は譲渡金額が関係してきますので、具体的に売却した場合に補助金の返還額が幾

らかというのは、現時点では算出ができないという回答になります。

以上です。

────────────・────・────────────

日程第２．議案の委員会付託

○議長（中野 義信君） 日程第２、議案の委員会付託を議題とします。

議案の委員会付託については、お手元に配付しております議案の委員会付託表のとおり、所管

の常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案の委員会付託表のとおり、付託

することに決しました。

────────────・────・────────────

○議長（中野 義信君） 以上で、本日の議事日程は終了しました。本日はこれで散会します。

○事務局長（石井 良忠君） 起立、礼。お疲れさまでした。

午後２時25分散会


